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１．便利で賑わうまちづくり  

 

１）土地の有効利用（企画財政課、地域整備課）  

 

《現況と課題》  

本市は、森林・原野が全体面積の約９割を占め平坦部が極めて少ないこと

から、宅地や農用地などは河岸段丘や山裾の傾斜地にまで広がっています。 

また、市街地は、笹子川および桂川沿いに帯状に広がっているため東西に

細長く、ＪＲ中央本線の６駅を中心に分散しています。  

  このような中、本市では市街地に隣接する形で、民間事業者等により丘陵

地の農地や山林への大規模な宅地開発が行なわれてきました。  

その一方で、市街地においては、住宅と工業施設・商業施設などの土地利

用の混在がみられます。また、地形的な制約等から道路の拡幅などの整備が

進まず、合理的な土地利用がなされていない地域もあります。  

さらに、道路や排水路など都市基盤が整っていない地域においても、無秩

序に宅地化が進行した経緯もあり、また、少子高齢化の影響により、市内全

域において空き家や未利用の土地が急速に増加しています。  

  そのため、それぞれの地域に応じた土地利用や人口減少に合わせた都市機

能の集約化を計画的に進めるとともに、土地利用の基本方針に沿った快適な

市街地の形成や自然環境の保全などに努める必要があります。  

 

《施策項目》  

  ①総合的な土地利用の推進  

  ②地域特性に合わせた土地利用  

 

《計画施策》  

 ①総合的な土地利用の推進  

  ○国土利用計画の見直し、計画に基づいた長期的な視点での土地利用を推

進します。（企画財政課）  

○土地の実態を正確に把握し、土地の有効利用、保全を図ることを目的に

地籍調査を推進します。（地域整備課）  

 

 ②地域特性に合わせた土地利用 

○ＪＲ中央本線および国道 20 号沿いに連なる拠点駅（大月駅、猿橋駅、

鳥沢駅）周辺においては、公共交通や人口集積を活かした積極的な都市



素案 

 2 

的土地利用を展開します。（地域整備課）  

○農地と住宅地・集落が混在する区域においては、良好な営農基盤と快適

な生活環境が調和する、田園環境を活かした秩序ある土地利用を展開し

ます。（地域整備課）  

○山林等においては、自然的土地利用を維持し、眺望や景観、自然環境に

優れる区域は、市民や都市住民の保養・レクリエーション等の場として

活用します。（地域整備課）  
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２）市街地整備の推進（地域整備課）  

 

《現況と課題》  

国道 20 号やＪＲ中央本線に沿った地域は、かつて甲州街道の宿場町とし

て築かれ、現在も鉄道駅の周辺に市街地が展開し、それらは本市の都市軸と

なっています。  

  市中心部の活性化として大月駅周辺整備事業が、平成 23 年度に行われ南

口駅前広場が完成しています。今後は、南北自由通路、駅北側の整備等に取

り組み、民間企業による北側整備開発を市が主導する形で土地利用を推進す

る必要があります。  

また、大月駅や猿橋駅周辺は、岩殿山や名勝猿橋など観光拠点があり来訪

者も多いため、魅力ある大月市らしい特徴をもった地域の形成が求められる

一方、鳥沢駅や梁川駅などを含む東部地域は、里山の自然資源があります。 

これらを大切にしながら、東京都心や八王子市・立川市等に近い条件を活

かし、良好な居住空間を中心とした土地利用を図る必要があります。  

  中央自動車道の大月インターチェンジ周辺については、将来的に国道 20

号大月バイパスがつながる道路網の中心となることを想定した新たな産業

機能の誘致が求められてきます。  

 さらに、初狩駅や笹子駅を中心とした西部地域や国道 139 号沿いの北部地

域は、自然豊かな落ち着きある空間を形成しているため、これらの地域の特

徴を活かしながら、快適な空間の形成を図る必要があります。  

また、本市には、小規模工場等が住宅地や商業地に混在している地域があ

るため、今後は、住工混在の解消を図ることが課題となっています。  

 

《施策項目》  

①計画的な市街地整備  

②都市計画の促進  

 

《計画施策》  

①計画的な市街地整備  

  ○大月駅北側の整備を推進し、公共施設（※市庁舎）および商業施設、観

光関連施設、住宅地の誘致により中心市街地として整備を進めます。  

  ○猿橋駅周辺の土地区画整理事業を推進するとともに、桂台地区の未利用

地への施設整備を促進します。  

  ○定住の促進と良好な住宅環境を整備するため、秩序ある宅地化の誘導に
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努めます。  

  ○商業振興に結びつく土地利用により、市街地の生活利便性の向上を図り

ます。 

  ○駅周辺に駐車場・駐輪場の整備を検討し、利便性の向上を図ります。 

 

②都市計画の促進  

  ○秩序あるまちづくり推進のため、用途地域など都市計画制度の活用によ

り、土地利用の適正な規制・誘導を図ります。  
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３）道路交通網の整備（建設課、地域整備課）  

 

《現況と課題》  

本市は、国道 20 号・国道 139 号などの都市間交通として重要な役割を果

たしている幹線道路や中央自動車道大月インターチェンジ、ＪＲ中央本線と

富士急行線の鉄道交通などによる広域交通網の結節点にあたります。 

東京都心および業務核都市である立川市や八王子市などへの交通の利便性

が高い地域であることから、古くから交通の要衝として発展してきました。 

  近年では、中央自動車道や国道 20 号の交通量が増加し、狭隘する道路形

態から、本市周辺においても慢性的な渋滞が発生するようになりました。  

  市街地の慢性的な渋滞を解消するため、国道 20 号の駒橋地区から大月イ

ンターチェンジまでの間、3.2ｋｍについて大月バイパスの整備が進められ、

平成 19 年 10 月に第一工区の駒橋地区から国道 139 号までの間、1.7ｋｍが

供用開始となり、現在は第二工区である国道 139 号から大月インターチェン

ジまでの間、1.5ｋｍの整備が進められています。  

  一方で、鉄道各駅などへのアクセス道路については、地形的要因などから

道路幅員が狭く、車両の往来や歩道設置が困難な路線など、改良が必要な路

線が多数あり、拡幅改良のため土地所有者などの関係者との協議調整が必要

です。既に整備が検討されている大月駅北側周辺地域をはじめとした、駅周

辺の計画的な整備とともにアクセス道路等の整備を進め、活力あるまちづく

りを行うことが必要です。  

 

《施策項目》  

①幹線道路の整備  

②大月バイパスの整備  

③生活道路の整備  

 

《計画施策》  

①幹線道路の整備  

  ○国道・県道の危険箇所や渋滞箇所、狭隘箇所、歩道設置等について工事

実施や改良等を要請します。  

  ○国道・県道に接続する幹線市道の整備・改修を進め、円滑な交通網の確

保と住民の利便性の向上を図ります。  

  ○安心して利用できる道路環境整備のため、歩道の設置や電線の地中化な

ど景観にも配慮したゆとりある道づくりを国・県等に要請します。  



素案 

 6 

  ○高速バス停周辺の整備については関係機関と連携し、利用者の利便性の

向上を図ります。  

  ○災害時の避難路確保のため、都留市と大月インターチェンジ間の避難路

線や、道路幅員の狭い初狩地域のバイパス道路の新設について関係機関

に要請します。（地域整備課）  

  ○国道 139 号の継続的な改良整備について要請します。（地域整備課）  

 

②大月バイパスの整備  

  ○主要幹線道路である国道 20 号の大月市街地における交通緩和を図るた

め、大月バイパス第二工区（国道 139 号から大月インターチェンジ間）

の早期完成を目指します。  

  ○大月バイパスへのアクセス道路について、地域の実情に応じた整備を検

討します。  

 

③生活道路の整備  

 ○住環境を向上させるため、市民生活に密着した生活道路の計画的な修

繕・補修に努めます。  

  ○道幅が狭い市道などについては、周辺住民や関係者と調整を図り、土地

所有者の協力を得ながら道路整備について検討し、安全な交通網の形成

を進めます。  

  ○除雪対象路線を見直しながら、除雪体制の強化に努めます。  

  ○橋梁長寿命化修繕計画に基づき計画的な修繕を実施するとともに、パト

ロールや点検の実施による補修・修繕など安全管理に努めます。 
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４）公共交通の充実（企画財政課） 

 

《現況と課題》  

鉄道輸送に関しては、山梨県、長野県および両県のＪＲ中央本線沿線市町

村などで組織する「中央東線高速化促進広域期成同盟会」に参画し情報交換

やＪＲへの要望などをしています。  

平成 25 年度の富士山の世界文化遺産登録に伴い観光客の増加を受け、東

京駅始発終着の特急電車の増発や、人口減少対策として沿線地域から東京圏

への通勤通学利用を促進する割引特急料金制度の導入、利便性向上のため、

普通電車・快速電車の増発、特に夜間の東京発大月行の増発、甲府駅からの

早朝の快速電車の運行や快速電車の甲府延伸を要望し、市民の利便性の向上

に向けて取り組みを進めています。 

また、2020 年に開催される東京オリンピックに伴い、観光客等の東京圏と

の往来が増えると予想されるため、輸送力の増強が求められます。  

一方、路線バスについては、富士急山梨バスと協議をする中で運行本数や

路線の改善を進めています。小中学校の適正配置が完了し、通学は、路線バ

スからスクールバスでの利用が多くなり、路線バスの利用状況にも変化があ

るため、市民の満足度を得られる公共交通システムの改善に向けて検討して

います。 

市民ニーズや住民意見を踏まえた上で、国の政策や民間の動向を注視しな

がら、バス路線の編成の検討やデマンド交通の導入などを視野に入れた、調

査、事例検討などを進める必要があります。  

また、高齢者（65 歳以上）および障がい者の方々が市内各地に路線バスで

出かけていただけるように、１年間 5,000 円で自由に利用できる「お出かけ

パス」を交付していますが、今後も増加が予想される高齢者の移動弱者に向

けた対応について検討しなくてはなりません。  

 

《施策項目》  

  ①鉄道輸送等の充実 

  ②生活交通の充実  

 

《計画施策》  

①鉄道輸送等の充実  

○山梨県、長野県および両県のＪＲ中央本線沿線市町村などで組織する「中

央東線高速化促進広域期成同盟会」や関係機関と連携しながら、ＪＲに
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増発を働きかけ要望活動を引き続き実施します。（企画財政課）  

○駅利用者の利便性向上のため、駅施設（トイレ、駐車場･駐輪場）の整備

充実について検討します。  

 

②生活交通の充実  

  ○高齢者や児童・生徒等の日常生活における交通手段として欠かせない路

線バスの利用を広く市民にＰＲし、さらなる利用を促進します。  

 ○関係機関や利用者等との連携・調整を図り、持続可能な生活交通の維

持・確保方策を検討します。  
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２．緑や水と共生するまちづくり  

 

１）環境保全と公害の防止（市民課、総務管理課）  

 

《現況と課題》  

これまでの大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済活動は、身近な地

域の環境だけでなく地球温暖化やオゾン層の破壊、酸性雨の発生、森林減少

など、地球規模での環境問題を発生させています。平成 28 年５月に地球温

暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため「地球温暖化対策計画」が閣議

決定され、国内の温室効果ガスの排出削減目標（2030 年度に、2013 年度比 ▲

26％）が示されました。  

  この排出削減目標に向け、地球環境問題を視野に入れた資源循環型社会を

構築するにあたり、環境への負荷を減らし限りある資源の消費を抑制する観

点から、ごみの減量化・再利用・再資源化に対する取組を従来以上に推進し

ていく必要があります。  

対策のひとつとして、市民一人ひとりが家庭や勤務先等において、リサイ

クルやごみの減量等に取り組むことが求められます。  

  地球環境問題を視野に入れた資源循環型社会を実現するには、本市の美し

い自然環境の保全を再認識し、市民とＮＰＯ団体、民間事業所等と行政が連

携して環境保全に取り組む必要があります。  

また、近年は、空家・空地が起因する問題も増えています。雑草繁茂や害

虫による周辺の環境衛生や、空家の倒壊や部材の飛来から周辺住民の安全を

守るための対策が必要となってきています。  

 

《施策項目》  

①廃棄物の適切な処理及びごみの減量化に向けた取り組み  

②環境に配慮したまちづくり  

③公害・不法投棄の防止  

④空家・空地の適正な管理  

 

《計画施策》  

①廃棄物の適切な処理及びごみの減量化に向けた取り組み  

  ○ごみの分別と出し方のルールについて情報提供と意識啓発を図ります。  

○リサイクル推進の強化等により、ごみ減量化を図ります。  

○ごみステーションの適正管理についての周知と指導に努めます。  
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○大月都留広域事務組合と連携し、ごみおよびし尿の収集業者への適切な

指導によりゴミ収集やし尿収集体制の充実を図ります。  

○効率的なごみ処理を目指し、４Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル、

リフューズ）の周知啓発を行います。  

○国のガイドラインや周辺市町村の状況などを精査し、ごみ処理の有料化

について検討します。  

〇食品ロスを軽減する「エコレシピ」を考案し、家庭や飲食店から排出さ

れる生ごみの減量に取り組みます。  

 

 ②環境に配慮したまちづくり  

  ○市民や事業所などと連携し、環境基本計画や地球温暖化対策推進計画を

着実に推進します。  

  ○温室効果ガス等、地球環境問題への啓発を推進するとともに、アイドリ

ングストップ運動やマイカー利用の抑制など個人でもできる活動などに

ついて啓発を進めます。  

○家庭用生ごみ処理容器・処理機購入や住宅用太陽光発電システムおよび

びリチウム蓄電池設置などの環境保全の取り組みに対し助成や支援を行

います。 

  ○地域の協力による清掃活動等により、ごみゼロのまちを目指します。  

  ○市民団体等の環境保全活動を支援し、アダプト・プログラム等との連携

を図るとともに推進リーダーの育成に努めます。  

○エコ商品の購入やグリーン購入について啓発、広報に努めます。  

  ○公用車の低燃費車導入の推進や庁内の節電対策に引き続き取り組みます。

（総務管理課）  

 

③公害・不法投棄の防止  

  ○不法投棄防止ため、沿道看板による啓発やごみのノーポイ・持ち帰り運

動等を推進します。  

○市民・事業者・行政が連携し、不法投棄の監視・パトロール体制を強化

するとともに事業者への廃棄物の適正処理についての周知や指導、助言

などを推進します。  

 

④空家・空地の適正な管理  

〇空家所有者等に対し、適正管理を怠った場合に懸念される想定被害をお

知らせし、適正管理に対する意識啓発をします。  
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 〇雑草が繁茂している空地については、所有者等に対し、除草を速やかに

行うよう指導します。  

 〇老朽化の著しい空家について、倒壊の危険性がある「特定空家等」に該

当するか建築士に診断を依頼します。診断結果を大月市空家等対策審議

会に諮り対策を決定します。  

  ○「特定空家等」に認定した空家等については、条例及び空家等対策計画

に基づき、所有者等に対して建物除却を含む適正管理を行うよう指導、

勧告及び命令を行います。  

  〇「特定空家等」の所有者に再三、建物除却を命令しても措置を行わない

場合で倒壊の危険が切迫しているときは、市が最低限度の緊急安全措置

を行うことを検討します。（費用は所有者に請求します。）  

  〇所有者等に対して意向調査を実施し、将来的に活用予定がない空家等に

ついて、隣接者や地元地域に利活用の需要を確認し、空家の流通促進や

地域の公共的な用途に利活用することを検証します。  
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２）上水道・下水道の整備（地域整備課）  

 

上水道は、現在、東部地域広域水道企業団による安定した供給を行ってい

ます。 

また、簡易水道については、平成 29 年４月現在、市営簡易水道が７ヶ所、

地区簡易水道が 11 ヶ所、小規模簡易水道が８ヶ所となっています。このう

ち市営簡易水道以外は、集落単位での経営のため事業規模も小さく、施設等

の老朽化、住民の高齢化などにより日常の維持管理が困難となりつつありま

す。 

このため、東部地域広域水道企業団給水エリア内の簡易水道等については、

市民の理解を得ながら企業団への移行を図るとともに、東部地域広域水道企

業団の給水エリア外の簡易水道についても、中長期的な整備統合計画を作成

し、企業団と協議の上で整備を進めています。  

一方、本市の清流を守るためには、地域の特性に応じた下水道整備が不可

欠です。下水道については、桂川流域下水道事業計画の関連公共下水道施設

整備事業として事業を行っています。  

しかし、本市の地形的条件から、低宅地区域からのポンプアップ施設や河

川が縦断する区域からの河川横断による管路整備等に多くの費用が必要とな

っています。また、これら公共下水道整備事業と並行して、下水道整備区域

外では、個別汚水処理（合併処理浄化槽整備事業）による事業も行っており、

これら２つの事業を効率的・効果的に推進することが課題となっています。  

加えて、管路布設済地域の未接続世帯に関しては、下水道事業への加入の

促進に努めていく事が必要です。  

 

《施策項目》  

①水道供給の基盤整備  

②下水道事業の推進  

 

《計画施策》  

①水道供給の基盤整備  

○水源の保全についての啓発活動や巡視強化により水源の水質保全や浄水  

場施設等の維持管理に努めます。  

○配水施設、配水管など基盤整備の充実と安全な水の供給のための水質検  

査等による安全管理を推進します。  

○簡易水道組合長会議において各組合長に簡易水道の経営状況、長期施設  
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運営及び水道料金の見直し、起債残高の削減等の財政健全化への理解を  

深める説明を継続します。  

○上野原市とともに、東部地域広域水道企業団の経営の健全化、基盤の強  

化に努めます。  

〇水道施設の耐震化や災害時の水供給についての体制整備を図ります。  

 

②下水道事業の推進  

○公共下水道整備を整備計画に基づいて効率的・効果的に推進します。  

○都市計画区域外の終末処理場の周辺は、「特定環境保全公共下水道事業」 

として都市計画区域内においては、「公共下水道施設整備事業」として、 

助成制度や交付金等、効果的な財源を活用して整備を進めます。  

○山梨県に対して、富士吉田市、西桂町、都留市、上野原市と連携を図り、 

効率的・効果的な事業執行、早期完成を要請していきます。  

○合併処理浄化槽の整備を計画的に推進します。  

○下水道未接続世帯等に対する接続の促進および助成等の充実を図り、下 

水道使用料の収益の向上を図ります。  

 

③公営住宅の整備（建設課）  

○大月市公営住宅長寿命化計画に基づく、屋上防水工事、外壁改修工事  

等の修繕・改修を行い、長寿命化を図ります。  

○長寿命化計画に定めのある用途廃止する団地については、今後は団地ご  

との用途廃止を進め、敷地の有効利用を図ります。  

 ○市営住宅の新たな建設については、需要が少ないことから、当面は用途  

廃止による入居者移転を含めた適正管理戸数の検討と用途廃止後の敷地  

へ民間住宅等の建設を含む社会情勢の変化に対応した公営住宅の整備を  

検討します。  

 

 ④火葬場の整備（市民課）  

○市営火葬場の老朽化に伴い、施設の運営手法の検討および施設整備に着  

手します。  



素案 

 14 

３）美しい景観づくり（地域整備課、建設課、総務管理課、市民課）  

 

《現況と課題》  

本市では、緑豊かな山々や桂川をはじめ大小の河川が織りなす自然的景観

資源があります。旧甲州街道の街並や名勝猿橋に代表される歴史的景観資源

など本市ならではの良好な景観づくりを推進するために「大月市景観計画」

を策定し、良好な景観づくりを進めています。  

  今後、さらに良好な景観づくりを実現するためには、市民・事業者・行政

が一体となって美しい景観づくりに取り組む必要があります。  

また、自然の中のゆとりある住宅スペースの確保と良好な居住環境の形成

を進めるため、都市計画法、山梨県宅地開発事業の基準に関する条例および

大月市開発行為指導要綱に基づき民間宅地開発の適正な規制・誘導に努めて

きました。しかし、住宅地や住環境に対して求めるニーズも多様化している

ことから、住環境の整備にあたっては、豊かさやゆとりが実感できるととも

に、自然環境に配慮しながら地域住民の合意形成を図り、地域特性や社会情

勢の変化に応じたきめ細かな規制誘導をしていくことが必要となっています。

（地域整備課）  

一方、市ではこれまで、積極的に公営住宅の整備を推進し、市営住宅 16

団地 678 戸（特定公共賃貸住宅４戸を含む）を整備してきました。  

しかし、耐用年数を経過したものや設備や仕上げ等に老朽化がみられるた

め、予防保全的な観点から適切な改善・維持修繕を行い長寿命化を図ってい

るものもあります。現在は 15 団地 647 戸を維持管理しており、今後も社会

情勢の変化に対応し、公営住宅の整備を検討する必要があります。（建設課） 

 

《施策項目》  

  ①景観の整備  

  ②宅地化の適切な誘導  

  ③水辺の保全  

 

《計画施策》  

①景観の整備（地域整備課）  

○市民等の理解を得ながら、景観計画に基づき、良好な景観の保全、およ

び景観整備に向けた取り組みを推進します。  

○森林地区や里山地区、一般市街地など、地域の特性に応じた景観形成を

図ります。  
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○重要な景観形成地区には、重点地区等の指定により積極的な景観誘導策

を展開します。  

 

②宅地化の適切な誘導（地域整備課）  

  ○快適性が高く地域環境と調和した宅地となるよう、宅地開発の規制・誘

導に努めます。  

  ○緑地空間の確保や植栽、景観の形成など快適な住環境の保全・創出のた

め建築協定等の促進に努めます。  

  ○桂台地区の住宅開発の推進とともに公共施設の建設を促進します。  

 ○賑岡町ゆりケ丘地区の宅地販売を促進します。（総務管理課）  

 

③水辺の保全  

○桂川・相模川流域協議会の活動を通じて、関係団体と連携し、環境保全

活動を推進します。  

○地域単位の河川清掃活動等に対して、積極的な支援を実施します。  

○河川周辺の遊歩道や親水空間の整備に努めます。  
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４）暮らしやすい環境整備（地域整備課・産業観光課） 

 

《現況と課題》  

公園は、市民にうるおいとやすらぎの場を提供するとともに、環境保全や

防災、景観形成など、重要な役割を担っています。本市では、山林や河川等

の自然環境に恵まれていますが、市街地は限られた平地部に形成されている

ため、十分な規模の公園緑地等の確保が困難になっています。  

現在、本市の都市公園は、岩殿山丸山公園、猿橋近隣公園および山梨県が

整備した桂川ウェルネスパークの３箇所があり、市民の憩いの場所として機

能するほか、観光施策との連携なども期待されています。  

また、市街地や住宅地にある街区公園や近隣公園は、子どもたちの安全な

遊び場や近隣住民の憩いの場や交流の場としての役割を果たすとともに、災

害時の避難場所として防災面でも重要な役割があります。今後は、バリアフ

リーへの対応など市民ニーズに応じた施設の改善をできるところから進めて

いくとともに、市民との協働による維持管理を検討する必要があります。  

また、自然に恵まれた本市には、桂川や葛野川をはじめ豊かな清流があり、

それらの環境保全に努めるとともに、水辺を活かした親水空間の整備に努め

る必要があります。  

 

《施策項目》  

①都市公園の充実  

②街区公園・近隣公園の整備  

③公営住宅の整備  

④火葬場の整備  

 

《計画施策》  

①都市公園の充実  

○自然や軽スポーツに親しむレクリエーション施設として桂川ウェルネス

パークの活用を促進します。  

○岩殿山丸山公園とふれあいの館の適切な維持・管理を行い、市民に憩い

の場を提供します。  

○猿橋近隣公園の特性を生かし、市立郷土資料館や名勝猿橋とのネットワ

ーク化を推進し、市民の憩いの場と同時に来訪者との交流の場となる公

園の整備を目指します。  
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②街区公園・近隣公園の整備  

○老朽化した公園の再整備を行い、市民が安全に利用できる施設の整備を

図ります。  

○地域住民の参画を得ながら、住民ニーズに即した公園・緑地の整備を検

討します。  

○公園やポケットパークの美化および保全について、地域の理解を得なが

らアダプトプログラムによる維持管理を推進します。  

○地域と連携した植栽などにより花や緑に親しみ、余暇を快適に過ごせる

ような公園整備を推進します。  

 

③公営住宅の整備（建設課）  

○大月市公営住宅長寿命化計画に基づく、屋上防水工事、外壁改修工事等

の修繕・改修を行い、長寿命化を図ります。  

 ○長寿命化計画に定めのある用途廃止する団地については、今後は団地ご

との用途廃止を進め、敷地の有効利用を図ります。  

 ○市営住宅については、当面は用途廃止による入居者移転を含めた適正管

理戸数の検討と、用途廃止後の敷地へ民間住宅等の建設を含む社会情勢

の変化に対応した住宅施策を検討します。  

 

 ④火葬場の整備（市民課）  

○市営火葬場の老朽化に伴い、庁内組織により施設の運営手法および施設

整備を検討します。  
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３．健やかに暮らせるまちづくり  

 

１）母子保健の充実（保健介護課、福祉課）  

 

《現況と課題》  

核家族化が進展するとともに近隣の人間関係のあり方も時代とともに希薄

化しているといわれ、一人で育児に関する不安を抱える母親が増えています。 

また、様々な育児や幼児教育に関わる情報があふれる中で、子どもとの接

し方やしつけなどに不安を持つ母親がいます。  

一方、女性の就労等の増加による社会進出が進み、妊娠、出産、育児の際

の女性を取り巻く環境が多様化し、支援策もニーズに合わせて多様化が求め

られています。  

母子保健では、市の子育て支援施策と連携しながら、妊婦の支援や乳幼児

健診、育児相談等の事業により、適切な情報提供や育児方法に関する指導を

実施しています。また、育児不安や身体の発育等に関する事後指導の充実な

ど、関係機関と協力しながら、個別のニーズと状況に合わせて子どもが成長

するまで一貫して母子に寄り添うサービス提供や施策・事業の運営が求めら

れます。 

また、保護者の生活時間や生活習慣が多様化している事に相まって、子ど

もの生活も夜型や朝食欠食など生活習慣の乱れが見られます。学校での食育

だけでなく、保護者も含めた食生活の大切さや規則正しい生活習慣を確立す

るための指導などにも取り組む必要があります。  

 

《施策項目》  

①母子の健康づくり  

②不妊治療への支援  

③次世代の親の育成  

 

《計画施策》  

①母子の健康づくり  

○妊娠届出時からの健康管理および相談・教室等を通して出産や子育てへ

の安全・安心に関する支援をします。  

○若年妊婦や支援を必要とする妊婦などに対して、関係課と連携した支援

をします。  
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○ママパパ学級、乳幼児健診、育児教室、離乳食教室、保健師および栄養

士による健康相談などを実施します。  

○乳幼児健診の実施や予防接種の接種勧奨など子どもの健やかな成長を支

援します。  

  ○離乳食教室や乳幼児への栄養指導、親子ふれあい料理教室などを通じて

食生活の大切さについての意識啓発に努めます。  

 

②不妊治療への支援  

○不妊治療への治療費の一部を助成し経済的負担を軽減するとともに、相

談体制の充実に努めます。  

 

③次世代の親の育成  

 ○学校等と連携をとりながら、乳児とのふれあい体験の実施などにより次

世代の親として子どもを産み育てる意識醸成に努めます。  

  ○学校保健と連携し、飲酒、喫煙、薬物などの常習性や健康被害等につい

ての教育機会を充実します。  
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２）健康増進の支援と健診の充実（保健介護課、市民課）  

 

《現況と課題》  

健康志向が定着するなか、食生活の改善や定期的な運動を行うなど、自ら

健康づくりを実践する市民が増えて健康管理への意識は高まっていますが、

基本健診（特定健診）やがん検診の受診率はなかなか伸びず大きな課題です。 

本格的な高齢社会を向かえ、あらゆる世代が自分の健康に関心を持ち、健

康で健やかに地域で暮らせることは市民一人ひとりの願いです。健康は、協

働して活力ある地域社会を形成し、維持していく上で欠かせない要素であり、

医療や社会保障の適正化の視点からも極めて重要な意味があります。  

  そのためには、生活習慣病予防健診や職場健診などにより、メタボリック

シンドロームの該当者や予備群への早期介入、生活習慣病等の早期発見に努

める必要があります。  

また、保健活動推進員などと連携し、地域での健康保持・増進の活動等を

通して、市民の生涯にわたる健康を確保するための体制を強化することが必

要です。 

 

《施策項目》  

①市民の健康づくり支援の充実  

②健康な生活習慣の確立  

③健診体制の充実  

④こころの健康づくり  

 

《計画施策》  

①市民の健康づくり支援の充実  

○健やかライフおおつき２１～大月市第８次健康増進計画に基づき、市民

の健康づくり事業を充実します。 

○保健、医療、福祉の連携とネットワークづくりに努め、健康相談や健診

後指導など連携したサービス提供の推進に努めます。  

○保健活動推進員など地域の組織や各種団体と連携し、健康づくりへの意

識啓発や知識の普及に努めます。  

 

②健康な生活習慣の確立  

○国民健康保険加入者への特定健診、特定保健指導等を実施することによ

り、生活習慣病の予防を図ります。（市民課）  
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○若年健診、後期高齢者健診やがん検診を実施することにより、生活習慣

病の予防、がんの早期発見を図ります。  

○自己健康管理のための健康ファイル（手帳）の普及と活用を促進すると

ともに、健診結果に基づく保健指導や健康教育の推進・強化を図り、生

活改善と生活習慣病の予防に努めます。  

 

③健診体制の充実  

○市立中央病院や関係医療機関と連携するとともに、基本健診（特定健診）

やがん検診の受診率向上に努め、住民の健康保持と疾病予防・早期発見

に努めます。  

○成人歯科検診や妊婦歯科検診などの取り組みや歯の健康に関する情報提

供に努めます。  

 

④こころの健康づくり  

  ○ストレスとの付き合い方やこころの病気などについての理解と認識を深

めてもらえるよう、情報提供や相談窓口などを充実します。  

  ○庁内の連携はもとより、地域全体の取り組みも含め、自殺防止対策とこ

ころの健康づくりに取り組みます。  
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３）介護保険の充実と介護予防の支援（保健介護課）  

 

《現況と課題》  

  高齢化に伴い、要支援・要介護認定者、介護サービス給付費はともに増加

傾向にあります。今後も高齢者数および介護サービス利用者数の増加が見込

まれるため、サービスニーズに対応するための質と量の確保が大きな課題と

なります。また、必要な時にサービス利用ができるよう、ニーズ把握やサー

ビス利用についての情報提供も重要です。  

  一方、住み慣れた地域で元気で暮らしていくためには、健康寿命の延伸が

課題になります。本市でも、健康づくりの推進、各種検診や健康相談、保健

指導の充実などに取り組んでいます。また、生きがいづくり事業の推進や雇

用・就労への支援などによる、社会参加機会の拡充や情報提供の充実を一層

進める必要があります。  

今後も、要介護者や認知症高齢者、ひとり暮らしや高齢者のみ世帯などが

増加します。本市の高齢者の状況や地域の特性に合わせた、地域包括ケアシ

ステムを目指し、住み慣れた地域や自宅で日常生活を送れるよう、住まい、

医療、介護、予防、生活支援の各サービスを一体的に提供できる体制づくり

として、地域包括支援センターを中心に取り組む必要があります。加えて、

介護や認知症に対する市民の理解を促進し、地域で見守り、支える、まちづ

くりが求められます。  

 

《施策項目》  

  ①介護保険事業の充実  

  ②介護予防の体制づくり  

  ③地域包括支援センターの充実  

 

《計画施策》  

①介護保険事業の充実  

○介護保険制度の考え方や内容について理解してもらい、制度の普及に努

めます。 

○介護保険事業計画に基づき、介護保険サービス給付費の適正化および効

率化に努めるとともに、介護予防ケアマネジメント事業により介護予防

の推進を図ります。  
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②介護予防の体制づくり  

○運動器機能の向上や栄養改善などの適切な指導・支援により要支援・要

介護状態への移行予防と重度化防止に努めます。  

○高齢者の生きがいと健康づくりを目的に、健康教室やスポーツ大会等の

開催や各種スポーツ活動への支援を行います。  

○生活の安全確保を図るため、一人暮らしの高齢者への緊急通報システム、

配食サービスなど生活支援の充実に努めます。  

 

③地域包括支援センターの充実  

○地域ケア会議での相談体制を整備し、多様化するニーズに対応したサー

ビス提供ができるよう、総合相談支援業務の充実とともにケース会議等

を通じて関係機関と連携し適切な支援を実施します。  

  ○地域包括ケアシステムの提供体制の充実のため、福祉・保健・介護・医

療の連携および、専門職人材の育成・確保を図ります。  

  ○民生委員や地域住民の協力と理解を促進し、高齢者の虐待防止、認知症

高齢者の見守りのため、「高齢者の虐待防止・認知症の早期発見ネットワ

ーク」の充実に努めます。  
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４）医療体制の充実（中央病院）  

 

《現況と課題》  

本市では地域医療体制の充実に向けて、平成 22 年から市立中央病院に併

設する健診センターを全面的に改修し、生活習慣病予防健診やがん検診、企

業健診等に対応できる体制を整えました。  

その後、富士・東部医療圏は、山梨県から「地域医療再生計画」の対象医

療圏に選定され、圏域全体で一般的な医療から高度な医療まで完結できる体

制を確保するため、市立中央病院に救急センター機能を持つ新病棟や立体駐

車場などを整備しました。市立中央病院は、今後も地域の医療・保健分野で

基幹的・中核的な役割を果たすため、予防医療から急性期・長期療養医療ま

で、地域医療のネットワークの拠点施設として機能を強化していく必要があ

ります。 

  また、市立中央病院は、市民により安全で安定した医療を提供し、地域の

中核病院として役割を果たすとともに、休日・夜間の 24 時間救急医療体制

の整備・充実が求められています。また、東日本大震災を契機とした防災意

識の高まりにより「災害医療拠点病院」としての役割が一層求められます。 

一方、団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年に向けて高齢者世帯の増加、

認知症高齢者の増加が見込まれ、診療体制も一層柔軟な対応が必要になりま

す。 

 

《施策項目》  

①病院機能の充実  

②運営体制の整備充実  

③広域連携とネットワークの拡充 

 

《計画施策》  

①病院機能の充実  

○市立中央病院の計画的な施設整備・修繕管理に努めます。  

○地域医療のニーズに対応できる医療機器の整備と組織体制の充実を図り

ます。 

○時代のニーズに合わせた、診療情報の電子化やネットワーク化について

調査・検討を推進します。  

○災害拠点病院としての機能強化と充実に向けて、計画的な整備を進めま

す。 
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②運営体制の整備充実  

○医業収益の向上と効率的な業務運営に努め、病院の経営基盤の強化に努

めます。 

○高度化・多様化する医療ニーズに応えるために医療技術者の確保や人材

育成のための研修制度の充実に努めます。  

 

③広域連携とネットワークの拡充  

○病診連携、病病連携の推進により診療ネットワークを強化するとともに

富士・東部地域の二次救急医療機関としての体制の充実に努めます。  

○近隣市町村と連携した休日・夜間診療体制および救急医療体制が円滑に

実施できるように充実を図ります  
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４．安心と信頼のまちづくり 

 

１）子育て支援の推進（福祉課、保健介護課） 

 

《現況と課題》 

女性の社会進出や就労形態の多様化を背景に、子育て家庭の保育ニーズは

多岐にわたっています。また、家族形態も様々で、近隣との交流やプライバ

シーなどについての考え方も多様化し、支援の仕方やサービス提供について

も工夫が必要になっています。 

これまで、「子育てしやすいまちづくり」を目指し、次世代を担う子供たち

の健全な育成を図るため、放課後児童クラブの充実や大月市子ども家庭総合

支援センターにおいて、子育て情報の提供や相談、親子あそび事業、ファミ

リー・サポート事業等の充実に努めるとともに、国や県の動向に合わせ、様々

な経済的な支援策にも取り組んできました。 

また、母子保健と連携し、子育てに関する悩みや不安などを母親一人で抱

え込むことがないよう、乳幼児とその母親に対しての相談機会を設けること

や各事業の中で母親同士が交流できる機会を提供し、子育て家庭の孤立や虐

待の防止に努めています。加えて、育児支援や関係機関との連携による児童

虐待防止ネットワークを設立し対応しています。 

  今後も、子育ての当事者同士や地域住民が多様な活動を通じて子育てを楽

しみ、仲間づくりができる活動場所の確保・提供をはじめ、子育てに関する

情報提供など、子育てサークルの育成や活動支援を継続することが必要です。 

 

《施策項目》 

①子育て環境の充実 

  ②各種支援策の充実 

 

《計画施策》 

①子育て環境の充実 

○「大月市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、子育て支援策を計画

的に推進するとともに、保育施設等の計画的な整備・充実に努めます。 

○多様化する保育ニーズに対応できるよう、保育メニューの拡充や充実に

努めます。 

○大月市子ども家庭総合支援センターを拠点に、各種情報の提供や子育て

に関する相談への対応などを実施します。 



素案 

 27 

○保育士の研修を通して、資質の向上と知識の習得を図ります。 

  

②各種支援策の充実 

○子育てに係る諸手当や医療費等の助成など経済的な支援を、国や県等の

制度と調整しながら継続します。 

○児童福祉に関する専門的支援を必要とする相談、調査および訪問指導業

務を行います。 

○要保護児童対策地域協議会により、地域全体で児童の虐待防止、健全育

成を図ります。 

○ひとり親家庭の生活の安定と向上を図るため、各種手当てなどによる経

済的支援とともに、相談体制の充実や就労支援体制の整備などに努めま

す。 
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２）高齢者福祉の推進（福祉課） 

 

《現況と課題》 

核家族化と少子化により、一人暮らし高齢者や高齢者世帯が増加していま

す。また、集落によって高齢化の進み方にも違いがあります。 

そのため、生活課題も自宅のバリアフリー化や草刈りなどの住居の整備や

手入れ、道路などインフラ整備に関わるものや通院や買い物の移動手段など

の日常生活に関わるものなど様々です。また、生きがいを持って、住み慣れ

た地域で暮らすためには、地域社会の担い手の一員としての社会参加の促進

が必要です。 

本市では、これまでも安全で快適な生活環境の確保や就労機会の拡大、趣

味や生きがい活動の充実などに努めてきました。また、社会福祉協議会や民

生委員、自治会などをはじめとした地域の組織や団体等と連携し各種事業を

展開してきました。高齢者福祉の推進のためには、福祉施策のみならず、地

域や近隣の協働と理解が必要です。また、高齢者同士による声かけや助け合

いなども重要で、誰もが、自分にできそうな支援をする意識の醸成が必要で

す。 

今後も進行する高齢社会に対応するため、誰もが健やかにいきいきと安心

して暮らせる地域づくりを進める必要があります。 

 

《施策項目》 

①社会参加の促進 

②高齢者の就労支援 

③見守りのネットワークづくり 

④情報提供や相談体制の充実 

 

《計画施策》 

①社会参加の促進 

○老人クラブ活動や生涯学習の機会を通じた生きがいづくりや社会参加の

推進に努めます。 

  ○ボランティア団体等と連携し、高齢者の経験や技能を活かした、地域シ

ルバーボランティアとしての活動促進を図ります。 

○一人暮らしの高齢者や高齢者世帯への友愛訪問など、ふれあい福祉の推

進を図ります。 

○高齢者の社会参加や健康づくり・生きがいづくりにつながるよう、外出
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機会の拡大を図るため、公共交通機関の利用を支援します。 

 

②高齢者の就労支援 

○これまで培った技能や経験を活かした仕事の提供ができるよう、シルバ

ー人材センターの充実と加入促進に努めます。 

○ハローワーク等の関係機関や地域事業所と連携し、高齢者雇用の促進に

努めます。 

 

③見守りのネットワークづくり 

○各地区の民生・児童委員およびボランティアが中心となり、「ふれあい・

いきいきサロン」などの機会を通じ、地域と交流できるよう積極的に取

り組みます。 

○地域住民や事業所などと連携し、高齢者世帯や一人暮らし世帯などへの

声かけ、見守り、閉じこもりの防止などに努めます。 

  ○認知症に対する情報提供を充実するとともに、病気に対する理解を促進

し、地域で見守る体制作りを進めます。 

 

 ④情報提供や相談体制の充実 

  ○各種福祉サービスや支援制度についての分かりやすい情報提供や相談体

制の充実に努めます。 

  ○高齢者などの権利擁護や虐待に関する啓発を推進し、虐待などの早期発

見や適切な保護、支援を展開します。 
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３）障がい者福祉の推進（福祉課、保健介護課） 

 

《現況と課題》 

障がいを持つ人も障がいを持たない人も、不自由を感じることなく社会参

加し、安心して生活が続けられる地域社会を目指す必要があります。そのた

めには、障がいを持つ人たちが社会を構成する一員として社会参加復帰を目

指し、地域の中で心豊かに暮らせるための支え合いや支援が必要です。 

障がい者福祉については、平成 18 年４月に施行された「障害者自立支援法」

が平成 25 年４月に「障害者総合支援法」に改正され、その中で障がい者の範

囲・定義が見直され、幅広く福祉サービスが利用できるようになりました。 

これまで、生活支援や就労支援、相談事業等に取り組んできましたが、今

後も障がい者のニーズを把握し、必要なサービスを提供できる体制の整備が

課題となります。加えて、福祉ニーズが増加、多様化する中で福祉・保健・

介護・医療が連携したサービスの充実を図らなくてはなりません。 

また、障がい者の社会参加への支援として、特別支援学校やハローワーク、

就労事業所等と連携した雇用対策を進めるとともに、地域と連携し、障がい

者団体の活動支援を通じた交流活動などを促進する必要があります。 

 

《施策項目》 

①支援制度・サービスの充実 

②社会参加の促進 

  ③就労・自立支援の充実 

 

《計画施策》 

①支援制度・サービスの充実 

○医療費等の助成や経費負担などの経済的な支援体制を継続します。 

○障がい者等の社会生活を支援する様々な施策を推進します。  

○障がい者等のニーズに基づく認定方法を基本とし、「サービス支給に係る

ガイドライン」に基づいて、サービス利用の支給内容を作成します。  

○介護給付により在宅の障がい者等への訪問系サービスだけでなく、施設

入所者の日中活動や居住の場を包括的に支援します。  

○地域の特性を活かしたサービス体制を整備し、障がい者等が身近な地域

でサービスの提供を受けながら安心して生活できるまちづくりを目指し

ます。 
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②社会参加の促進 

○社会参加意識の高揚と誘導を図るために、福祉・保健・教育のネットワ

ーク化による相談支援体制の充実に努めます。  

○県や障がい者福祉サービス事業所など関係機関との連携を強化し、市内

に必要な施設、事業所の設立を支援します。 

○各種障がい者団体の文化・教養・スポーツ活動を支援し、障がい者の自

立と社会参加活動の促進を図ります。  

 

③就労・自立支援の充実 

○障がい者の就労支援のための相談機能の充実や、就労支援事業の推進を

図ります。 

○特別支援学校やハローワーク、就労を支援する事業所等と連携し各自の

特性に応じた就労支援を推進します。 

○施設入所者に対し就労訓練等給付により自立を支援します。  

○障がい者の障がい者福祉サービス事業所等の利用を促進します。  
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４）地域福祉活動の充実（福祉課） 

 

《現況と課題》 

  近年、核家族化や少子高齢化などで地域の交流や関係が希薄化しつつある

といわれています。誰もが心豊かに、住み慣れた地域でいつまでも安心して

暮らせるまちづくりのためには、地域のつながりや見守り、近隣での共助が

欠かせません。 

  現在、支えあう地域づくりの構築を目指して、個別の福祉計画に基づいた

各種事業やサービスの展開を図るとともに、社会福祉協議会を中心とした各

種関係組織やボランティア団体等と連携し、地域福祉の一層の充実を目指し

た取り組みを推進しています。 

  また近年、災害時の防災ボランティアなども注目され、ボランティア活動

の領域も広がりをみせています。 

  活動を充実させるためには、地域福祉活動の拠点整備や地域住民が地域活

動や福祉活動に参加しやすい環境づくりに努める必要があります。 

  加えて、福祉やボランティアに関する情報や活動内容の情報提供などによ

り、地域福祉に関心と理解を促すとともに、様々な機会を通じての福祉教育

の推進や参加・体験機会の充実などに取り組み、共に支えあう地域基盤づく

りが必要です。 

また、高齢者や障がいのある人などのふれあいの場の確保や日常生活中で

不便を感じない、ユニバーサルデザインに配慮したまちづくりを進めなくて

はなりません。 

 

《施策項目》 

①ボランティア活動の促進 

②地域福祉推進体制の整備 

③社会福祉協議会活動の充実 

④福祉のまちづくりの推進 

  ⑤生活困窮者対策 

 

《計画施策》 

①ボランティア活動の促進 

○市内小・中学校および高等学校の児童・生徒を対象に、社会福祉への理

解と関心を深めるためのボランティア教育の充実を図るとともに、社会

福祉協議会の各種行事に参加を呼びかけ、ボランティア活動の促進に努
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めます。 

○ボランティアに関する各種情報提供や研修の充実、組織のネットワーク

化に努めボランティア活動の活性化と人材の育成を図ります。 

 

②地域福祉推進体制の整備 

○新たな「地域福祉計画」を策定するとともに、計画に基づいた取り組み

を行い、地域の多様な生活課題を地域住民が積極的かつ自発的に地域全

体で解決していく仕組みづくりを確立します。  

○福祉課題が多様化、複雑化していることから、民生・児童委員に対し、

様々なケースや相談にも対応できるよう、研修会の充実および相談窓口

や支援体制の充実を図ります。 

○福祉・保健・介護・医療など関係機関と連携した地域福祉の支援体制整

備を図ります。 

 

③社会福祉協議会活動の充実 

○福祉サービス需要の多様化と増大が予想されることから、社会福祉協議

会が中心となり、地区社会福祉協議会の基盤強化や民間福祉団体の充実

のための指導・支援を図ります。  

○地域福祉の拠点となる総合福祉センター等の福祉施設の活用により、社

会福祉協議会や民間福祉団体と連携した福祉サービスの提供を推進し

ます。 

 

④福祉のまちづくりの推進 

○高齢者や障がい者など、誰もが使いやすいユニバーサルデザインに配慮

した、公共施設の整備など福祉のまちづくりを推進します。 

 

 ⑤生活困窮者対策 

○生活困窮者に対する相談体制の充実や支援制度などについての情報提供

に努めます。 

○関係機関や団体と連携し、生活保護や生活困窮者に対する就労支援や自

立支援を促します。 
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５．豊かな心が育つまちづくり  

 

１）幼児教育の推進（学校教育課）  

 

《現況と課題》  

幼児期における教育は、生涯にわたる学習活動を継続していく基礎となる

ものであり、幼稚園、保育園（所）と家庭が連携して道徳性を育み、基本的

な生活習慣を身につける大切なものです。  

  しかし、核家族化などにより、家庭での子育てに関わる知識や経験の継承

が難しくなり、家庭での幼児期の遊びや学び、しつけなどについて不安を感

じる保護者も増えています。家庭教育の自主性を尊重しつつ、人格形成と教

育の原点となる家庭での教育力を高める支援が必要です。  

  また、幼稚園、保育園（所）と小学校の教員との交流と情報交換に努め、

小学校教員による幼稚園授業の参観などに取り組み、小１プロブレムの解消

を図っています。今後も、幼稚園、保育園（所）との連携強化を図りつつ、

幼児教育の質の向上と充実を目指すとともに、幼児教育と小学校教育の円滑

な接続に向けての対応が求められます。  

  

《施策項目》  

①幼児教育の充実  

  ②家庭教育の支援  

 

《計画施策》 

①幼児教育の充実  

  ○私立幼稚園の運営に対する助成や幼児教育施設の充実に努めます。  

  ○幼稚園、保育園（所）での生活の全体を通じ、幼児一人ひとりの特性に

応じたきめ細かい指導の充実を図ります。  

  ○子どもたちの発達や学びの連続性を踏まえた幼稚園、保育園（所）と小

学校の連携を進め、カリキュラムの検討や子どもたち同士の交流活動の

実施等に取り組みます。  

  ○保育士、幼稚園教員、小学校教員の情報交換や相互交流による連携に努

め幼児教育と小学校教育の円滑な接続を図ります。  

  ○幼稚園、保育園（所）と地域や関係機関の連携による、体験学習機会の

充実や他世代交流の充実に努めます。  
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②家庭教育の支援  

  ○妊娠期からの継続した情報提供や親の学習機会の充実について、母子保

健や福祉分野と連携し家庭教育力の向上に努めます。  

  ○個々の子どもの家庭状況に応じた支援について、関係機関と連携して対

応を図ります。  

  ○子ども家庭総合支援センターと連携し家庭教育や幼児教育に関わる情報

提供や相談体制の充実に努めます。  

 

 

 



素案 

 36 

２）学校教育の充実（学校教育課）  

 

《現況と課題》  

次代を担う子どもたちが、自然や伝統を大切にし、豊かな人間性や能力・

個性を伸ばしていくためには、適正な規模の教育環境の中で、児童・生徒一

人ひとりの能力・個性に合った教育の充実を図ることが必要です。  

少子化の影響によりいずれの学校においても児童・生徒数の減少がみられ、

教育環境面での解決すべき問題が生じていました。そのため、本市では、平

成 19 年度には、市内に小学校 15 校、中学校 5 校がありましたが、社会の

変化に対応した新たな学校づくりを目指すという観点から、学校の規模と配

置適正化を推進し、平成 28 年度から、小学校５校、中学校２校となりまし

た。そのため、施設管理や教育環境の充実についても、効率的に実施できる

ようになり、施設整備においても耐震化対策や空調設備の整備が終了してい

ます。 

教育内容全般については、教育振興基本計画に基づきながら、各小、中学

校において、地域、学校、児童・生徒の実態を考慮した教育目標や研究目標

を掲げて、知・徳・体のバランスのとれた人材教育を目指し、教育課程の編

成や実践に取り組んでいます。さらに、多様化する教育ニーズや指導内容に

対応するため、県教育委員会や総合教育センターなどと連携しながら、教職

員の資質、能力の向上に取り組むとともに、地域の人材の活用、連携など幅

広い視点からの教育、指導体制の充実に努める必要があります。  

また、次代を担う児童・生徒が、自主性・社会性を備え、心身ともにたく

ましく、心豊かに成長することは市民共通の願いです。  

  児童・生徒の健全育成のためには、家庭、学校、地域が連携を密にし、そ

れぞれの教育機能を踏まえながら、子どもたちの育成を推進する必要があり

ます。 

 

《施策項目》  

①教育内容の充実  

②生活習慣指導、健康管理の充実  

③教育環境の整備  

④特別支援教育の充実  

⑤教育相談体制の整備  

⑥教職員体制、指導体制の充実  
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《計画施策》 

①教育内容の充実  

○社会動向や法令、制度の変更などに柔軟に対応できるよう、教育振興計

画の定期的な見直しを実施し、教育内容の充実に努めます。  

○新しい学習指導要領に沿って、主体的で対話的な深い学びづくりを通し

て、子どもたちの思考力・判断力・表現力の育成に努めます。  

○外国語教育や国際理解、異文化理解のための教育の充実に努めます。  

○ICT 教育や情報リテラシーなど時代ニーズに合わせた教育内容を充実し

ます。 

○幼保小中高および学校と家庭・地域の連携を推進し、望ましい学習習慣

の確立と個々に応じた支援に努めます。 

 

②生活習慣指導、健康管理の充実  

○各学校の学校保健計画に基づき、児童・生徒の健康管理や健全な発育に

配慮するとともに、体力の増進や正しい生活習慣の確立を促します。  

○学校給食等を通じた食育や地元の食材の提供による地産地消の推進を図

ります。 

 

③教育環境の整備  

○学校施設、教材備品、パソコン等情報機器について計画的な整備・充実

を図ります。  

○安全で安心な給食を効率的に提供できる体制や施設整備について検討し

ます。 

○学校における防災、防犯に関するマニュアルの整備・充実を推進します。  

 

④特別支援教育の充実  

○様々な障害により学習に支障をきたす児童・生徒に対し、個々のニーズ

に応じた指導計画と支援体制の充実に努めます。  

○支援教育への多様なニーズに対応できるよう、施設や人員の充実・整備

に努めます。  

 

⑤教育相談体制の整備  

○保育園（所）、幼稚園、学校等の関係機関の連携を図り、大月市教育支援

室を中心とした、就学前から切れ目のない相談・連携体制の充実に努め

ます。 



素案 

 38 

○児童や保護者からの多様化する相談内容に対応できるよう、関係機関お

よび専門機関との連携や協力体制の構築に努めます。  

 

⑥教職員体制、指導体制の充実 

○多様化する指導ニーズや教育ニーズに対応できるよう、研修等への参加

機会や自主研究への取り組みに支援るとともに、適切な職員配置と体制

の充実に努めます。  

○教職員宿舎の計画的な修繕・改修等を実施するとともに教職員宿舎の適

切な維持管理について検討します。  

○学校評議委員や学校応援団など地域と連携した学校運営および学校支援

体制を充実します。  
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３）短期大学の充実（短期大学）  

 

《現況と課題》  

大学全入学時代と言われ 10 年余りが経過し、さらに、18 歳人口減少期へ

の突入と進学率の頭打ちが重なり大学経営が厳しくなるといわれている教育

現場の大変革「2018 年問題」を迎え、教育サービスの質や付加価値などによ

り、受験生が「大学を選ぶ時代」に突入しようとしています。このような状

況の中、多くの短期大学は危機感を持ち早い時期から生き残りをかけ新しい

時代に応えた特色ある教育活動の展開、さらには経営の効率化等様々な努力

を行っています。  

大月短期大学も厳しい現状を踏まえ、学校訪問等を増やすなどの広報活動

に力を入れていますが、さらに本学の特長を生かした広報活動を積極的に行

っていかなければなりません。公立ゆえの負担の軽い修学費用、４年制大学

への編入に強い短期大学といった実績に加え、2016 年度より導入した「コー

ス選択制」、新設され、市産材や県産材の木材を多く取り入れた木造校舎も自

然環境と調和し大きなアピールポイントになります。  

大学があることにより、市内には地方からきた多くの学生が転入しており、

経済効果や学生ボランティアで地域を盛り上げる力になっています。  

一方、市民の生涯学習に対する意識はこれまでにも増して高まりつつあり、

ニーズも多様化しています。そのようななかで、大学におけるリカレント教

育の推進については、市民に学習の機会を提供するとともに、学校自体の機

能も活性化する効果もあります。  

社会教育機関や企業、地域と連携・協力体制の下、学習機会の提供やボラ

ンティア、社会活動への学生の派遣、教員の持つ専門知識の活用などを、地

域貢献のために積極的に進める必要があります。  

 

《施策項目》  

①学校運営の充実  

②施設の充実・整備  

③学習機会の提供  

④地域との連携強化  

 

《計画施策》  

①学校運営の充実  

○経営感覚、計画進行管理、大学運営を充実し、少子化時代に対応できる
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大学の経営基盤づくりに努めます。  

○オープンキャンパスや県内外の高等学校への学校訪問など、積極的な広

報活動を充実します。  

○経済的負担の軽い修学費の短期大学を目指すとともに、４年制大学への

編入学に強いという大月短期大学の特長を継続できるよう努めます。  

○学生の編入希望や就職希望のニーズに対応できるよう、授業編成や就職

対策などの充実に努めます。  

 

②施設の充実・整備  

○計画的な施設保全と教育に関わる資機材の整備・充実に努めます。  

○情報化や ICT 教材など、時代の要請や社会情勢に対応した情報ネットワ

ーク環境の整備に努めます。  

 

③学習機会の提供  

○大学の専門的・総合的教育機能を活かし、市民の生涯学習に寄与できる

よう講座メニューの充実と積極的な情報発信に努めます。  

○市民の多様化・専門化する学習ニーズに応えるため、リカレント教育の

充実など大学の教育内容を広く地域に提供します。  

○県や関係機関と連携し、「県民コミュニティカレッジ」などの公開講座の

開催と広報に努めます。  

 

④地域との連携強化  

○地域の大学として、教職員の地域活動への参加や共同研究への取り組み

などを積極的に推進します。  

○地域団体や企業、行政などと連携した地域活性化やまちづくりへの取り

組みを充実します。  
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４）地域文化の継承（社会教育課）  

 

《現況と課題》  

本市は、古くから関東平野と甲府盆地を結ぶ交通の要衝であったため、た

くさんの人や物、情報が行き来し、有形の文化財をはじめ、伝統芸能や祭事

などのふるさと文化も数多く残っています。本市の気候や自然環境の中で生

まれ、歴史や風土を伝えているこれらの文化財は市民の大切な財産です。  

  しかし、収蔵・公開施設が限られていることもあり、これらの文化財はご

く一部が知られているにすぎません。また、産業構造や生活圏の変化により

伝統芸能の継承者は不足しており衰退の兆しを見せています。  

これら市の文化財を保存し伝え続けていく必要があると同時に、より多く

の市民にこれらを知る場や機会を提供していく必要があります。また、ふる

さと文化の継承活動への支援や後継者の育成を図る必要があります。  

加えて、史跡、天然記念物、建造物など野外にある指定文化財は、指定後

の管理や整備が不十分なものも見受けられます。将来への継承のための整備、

修復等を実施し、保存と有効な活用方法を検討する必要があります。  

 

《施策項目》  

①継承文化の保護  

②防災や保存体制の強化  

③資料整理、発掘等への取り組み  

 

《計画施策》  

①継承文化の保護  

○本市にとって大切な文化財を指定し、消滅や散逸を防ぐとともに、文化

財の本質的価値等について学習の機会を提供します。  

○伝統芸能の保存・継承への支援として各種助成制度の活用など継続的な

支援・協力をします。 

○郷土資料館の充実と環境整備に努めるとともに、名勝猿橋への来訪者に

対し情報提供を図ります。  

 

②防災や保存体制の強化  

○文化財の防災・防犯体制の強化を図ります。  

○保存、延命のための修理や保存環境の整備を図ります。  

○指定文化財以外も将来の指定候補であり、関連する資料や記録、画像等
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を収集し整理保管を図ります  

○災害に備え、指定・登録・未指定を問わず、市内文化財のデータ化に取

り組みます。  

 

③資料整理、発掘等への取り組み  

○計画的、継続的な文化財や郷土の歴史伝承に関わる資料の分類や台帳化

などの整理を進めます。  

○文化財保護法の周知啓発により、発掘調査への理解を図ります。  
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５）生涯学習の推進（社会教育課）  

 

《現況と課題》  

  本市では、中央公民館（市民会館）や地区公民館・分館のほか、郷土資料

館や市立図書館などでの学習支援を進めてきました。  

  中央公民館では、文化教室や各種学習、講座の開催や大ホール、市民ギャ

ラリーなどでの発表の場を提供しています。地区公民館・分館では、地域住

民のニーズや特色を生かした生涯学習活動が行われています。  

  郷土資料館においても、各種教室の開催などを通して郷土を学ぶ市民の活

動を支援しています。  

  また市立図書館では、図書の貸出などをはじめ、ボランティアの協力を得

ながら、各種イベントや講座、お話会など多様な活動を実施しています。  

  今後も、これらの施設の充実を図るとともに、関係機関や関係団体間の連

携・協力体制の確立をはじめ、学習情報の発信や主体的な活動を支援する体

制の強化などを継続していきます。  

  一方、市内のスポーツ施設は、市民総合体育館や総合グラウンド、勤労青

年センター、武道館などがあります。そのほか、小・中学校施設の開放など

により市民のスポーツ活動を支援しています。  

大月市体育協会には、種目別団体やスポーツ少年団、地区体育会などが加

盟し、スポーツ振興に関わる活動に協力しています。  

  だれもが体力や年齢、目的に応じて、いつでもスポーツに親しむことがで

きるよう、安全で快適な施設の確保や維持管理に努めるとともに、「大月市

健やかスポーツクラブ」と連携し市民の健康増進のための取り組みを推進す

る必要があります。  

  青少年の健全育成には、家庭や地域での豊かな人間関係や変化する社会環

境の中での様々な体験が大きな影響を与えます。  

したがって、家庭・学校・職場・地域が連携し、それぞれの役割を果たし

ながら、また、相互に補完し合いながら、青少年の指導・育成・保護および

更生等の対応を推進する必要があります。  

 

《施策項目》  

①生涯学習の環境整備  

②図書館の充実  

③青少年の健全育成  

④生涯スポーツの環境づくり  
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《計画施策》  

①生涯学習の環境整備  

○中央公民館、地区公民館、分館、市立図書館および郷土資料館等の生涯

学習の拠点となる施設の計画的な整備・充実に努めます。  

○各種講座・教室や各種クラブ・サークル等の生涯学習の情報提供を行い

ます。 

○市民の学習ニーズに沿った講座や学習分野の充実に努めるとともに、学

習成果の発表や地域での成果の利活用の方策について検討します。  

 

②図書館の充実  

○市民の読書や学習ニーズに対応できるよう蔵書等の拡充や館内環境の整

備に努めます。  

○図書館の広域連携による図書等の検索や貸出など利用者の利便性の充実

を図ります。  

○図書館まつりなどイベントや講座、講演会の開催など図書館発の文化事

業を展開します。  

 

③青少年の健全育成  

  ○家庭教育の充実、青少年の地域活動と体験活動の推進、青少年育成環境

の充実、青少年育成関係団体の連携などを進め、青少年の健全育成に努

めます。 

  ○青少年の健全な居場所づくりを推進するため、地域育成会・各種団体サ

ークル活動などへの支援を行います。  

  ○夏季および冬季休業前などに小中学校との情報交換を行い、地域などと

の相互の連携による青少年の健全な育成・指導を図ります。  

 

 ④生涯スポーツの環境づくり  

○体育協会などの関係組織と連携し、大会や各種教室などのスポーツイベ

ントを開催します。  

○保健活動と連携した、健康増進としての生涯スポーツについての情報提

供や啓発、体験機会の充実に努めます。  

○市内のスポーツ活動施設等について、計画的な修繕や整備に努めるとと

もに、地域と連携した管理、運営体制の充実に努めます。  

○関係機関や関係団体と連携し、各種スポーツ種目の指導者の育成および

確保に努めるとともに、地域のスポーツ組織の充実・拡大を支援します。  
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６．活力あるまちづくり（産業観光課）  

 

１）農林業の振興  

 

《現況と課題》  

本市の農業は典型的な山間地農業であり、傾斜農地や小規模農地が多いた

め、効率的な農業経営を営むことが困難な状況です。そこで、多様な農業の

担い手を確保・育成し、農業の協業化を促進するなど体制を整備するととも

に、農業基盤整備の推進を図り、効率的で生産性の高い優良な農地の確保・

保全を促進する必要があります。  

  農産物においても、ブランド化や特産品開発への取り組みを強化するとと

もに、生産・加工・流通が一体的に行えるシステムの整備・強化などを進め

る必要があります。  

  林業においては、零細な森林所有者が多く、適正な施業が行われない森林

が増加し、森林の有する公益的機能が十分に発揮されない状況となっていま

す。こうした状況を改善するためには、森林施業の集約化、合理化を図ると

ともに、担い手の育成・確保、森林認証による木材産地としてのブランド化

が必要です。地域林業の中心的な担い手の森林組合等の団体についても、組

織の育成強化や活動の充実を図る必要があります。  

  また、今後稼働する、大月バイオマス発電所への未利用材の供給など、有

効利用についても検討を進める必要があります。 

  さらに、都心部に隣接している地域特性を生かし、農作業体験や森林空間

の活用を通じた地域間交流の促進など観光産業との連携が必要です。  

 

《施策項目》  

  ①農業基盤の整備  

  ②農業の振興  

  ③森林の保全  

  ④林業の振興  

 

《計画施策》  

①農業基盤の整備  

○農業振興地域整備計画や農業農村基盤整備事業により、ほ場整備や用水路

改良等の計画的な農業基盤の整備や生産の効率化を推進します。  

 ○有害鳥獣による食害防除の強化を促進するため、駆除関係団体との連携や
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支援を強化します。  

○遊休農地対策等により農地の保全を図るとともに遊休農地の活用に取り

組む集落および団体等の活動を促進します。 

 

②農業の振興 

○新規就農者や支援協力者など多様な農業の担い手を確保し、育成に努めま

す。 

○JA 等の農業関係団体や商工、観光関係団体等と協力し、生産や加工、販

売までの協力体制づくり等について支援します。  

○観光施策と連携した農林業の体験型事業等により交流活動を促進します。 

○食育事業や地産地消事業などと連携した消費、販路の拡大を図ります。  

 

③森林の保全  

○県等と連携し、法令等に則った適切な林地開発の指導等を行います。  

○民有林等の荒廃地などに対する適正管理を働きかけるとともに、森林の多

面的機能の維持・増進を図るため、適正な管理を促進します。  

○県等と連携した治山治水事業の促進により、急傾斜地等の保安に努めます。 

 ○森林保全体験ツアーなど森林整備への参加機会の拡大に努め、森林保全意

識の高揚を図ります。  

 

④林業の振興  

 ○森林組合などの林業事業体の体質強化や経営の多角化などへの取り組みを

支援します。  

○森林施業の効率化、搬出の省力化のため、林道・作業道の適正管理に努め

ます。 

○木質バイオマス発電への未利用材の供給体制の整備を検討します。  

 ○森林認証の取得により、産材のブランド化や林家の適切な管理意識の醸成

を図ります。 
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２）商工業の振興（産業観光課）  

 

《現況と課題》  

  近年、消費者ニーズの多様化や消費行動範囲の拡大、大型店・量販店の進

出、さらに、インターネット市場の拡大等により、地域の個人商店等の経営

は厳しい状況にあります。  

  本市の中心市街地である大月駅周辺をはじめとする既存の商店街は、地形

や構造的な要因などがあることから店舗の拡大や改装などが難しく、経営者

の高齢化と後継者問題も生じていることから廃業・休業による空き店舗が増

加しています。  

  一方では、高齢社会を迎えているため、買物弱者問題など、買い物環境の

利便性の向上を図っていくことが必要であり、身近にある商店街にその役割

が期待されています。  

  今後は、個人商店はもとより商店街や地域の活気と競争力を高めるため、

商工会などの活動を強化し、経営者への支援や意識の高揚を図るとともに、

空き店舗利用や創業者への支援などの事業支援を進め、魅力ある商業空間を

形成するとともに商業者と消費者の交流を促進させる必要があります。  

  また、本市の民営事業者総数は 1,363 事業所となっていますが、そのほと

んどがいわゆる中小企業であり（平成 26 年経済センサス基礎調査）、そのう

ち、製造業は 224 事業所で従業員数は 2,192 人と全産業の中でも一番多く、

本市の中心的産業と言えます。  

これまで、製造業も含み中小企業者に対して資金融資や利子補給などによ

る支援を行ってきましたが、事業所数並びに従業者数は減少傾向にあります。 

今後は、既存の事業活動への支援も含め、創業・第二創業や成長産業分野

への事業転換などに対する新たな支援や企業誘致のさらなる推進が求められ

ています。  

 

《施策項目》  

  ①事業活動への支援  

  ②企業誘致の推進  

  ③商業の振興  

 

《計画施策》  

①事業活動への支援  

○起業者に対し、商工会や金融機関などの関係機関と連携協力し、有効な
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支援・助成制度についての情報提供や開業、運営支援などに努めます。  

○地場産業や関連団体等の連携強化による、新技術の導入、新製品の開発

のための支援を行います。  

○新製品の生産販売体制の確立や販路拡大のための支援を行います。  

 

②企業誘致の推進  

○市有未利用不動産の企業誘致用地としての利活用を調整します。  

○企業立地が可能な不動産の情報収集および積極的に情報提供に努めると

ともに、地域環境と調和した企業の誘致に努めます。  

○企業誘致推進のため、国や県の支援制度に沿った支援が可能となるよう

制度設計に努めるとともに、本市の活性化に資する企業が誘致できるよ

う支援制度の拡充に努めます。  

  

③商業の振興  

○空き店舗の利活用等による商業空間の回復を図るとともに、新たな出店

者への支援を行います。  

○高齢化や交通機関の減少削減に伴い発生している買い物弱者解消のため、

関係機関等と連携し各種支援制度や事業の拡充に努めます。（買援隊活動

促進事業費補助金交付要綱）  

○地場産品の市域外へのＰＲ機会の拡大を図ります。  

○商工会等支援団体の活動を強化するとともに、経営者意識の高揚や経営

相談の充実、研修機会の拡充などを図ります。  

○地場産業、各組合、商工会および大月短期大学等の産学官連携の強化に

努めます。  
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３）観光の振興（産業観光課）  

 

《現況と課題》  

観光関連産業は裾野が広いため、その経済波及効果が大きく、地方創生の

中心的産業として注目されており、「観光によるまちづくり」を推進してい

こうとする動きが全国各地で見受けられます。  

本市は、自然観光資源、歴史資源に恵まれ、また東京近郊に位置するとい

う好条件も併せ持つため、自然の豊かさや安らぎを求め、多くの都市住民が

訪れています。  

近年では、体験・交流型の観光が人気であり、本市では以前からも鮎釣り

や渓流釣りなどで多くの人々が訪れておりましたが、最近ではラフティング

や農業体験など新たなフィールドも加わり、さらなる誘客が期待されていま

す。 

さらに、国の観光戦略や富士山の世界文化遺産登録などの好影響により、

大月駅を利用する外国人観光客は増加傾向にあります。  

しかしながら、本市を通過してしまう観光客や通過点の一つとして短時間

滞在する観光客も多く、それらの人々をいかに滞在させ、観光消費につなげ

ていくかが課題となっております。  

  そこで、秀麗富嶽十二景や名勝猿橋といった既存観光資源の魅力をさらに

磨き上げるとともに潜在している観光資源を発掘し、それらを結び付けてプ

ロモーションを行い、大月市全体で観光客を呼び込むことが必要であり、そ

のためには、多様な主体が参画・連携する必要があります。  

 

《施策項目》  

①観光資源や環境の整備  

②観光の推進体制づくり  

③情報提供と人材育成  

 

《計画施策》  

①観光資源や環境の整備  

○名勝猿橋や岩殿山など地域資源の保全と計画的な整備に努めます。  

○登山者等の安全確保を図るため、登山道やハイキングコース、遊歩道の

整備・修繕に努めます。  

○観光アクセスの向上のため、サインや誘導看板、登山道の保全や案内板

等の計画的な整備、修繕を行います。  
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○観光ポイント等への駐車・駐輪場やトイレ等の整備について関係機関や

地域組織等と連携しながら推進します。  

 

②観光の推進体制づくり  

○観光協会や関係する各種団体と協力し観光のまちづくりの推進や地域間

交流の充実に努めます。  

○特色ある地域特産品や土産物の開発、販路確保など関係団体や事業者と

の連携と支援に努めます  

 

③情報提供と人材育成  

○都心からの登山客等の来訪者増加を図るため PR 活動に努めます。  

○観光協会や NPO、市民団体等の連携により組織力を強化するとともに、

市民観光ガイドなどの人材育成を促進します。  
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４）勤労者福祉の充実（産業観光課、福祉課、保険介護課）  

 

《現況と課題》  

勤労者が快適かつ安心して働くことができる環境づくりを進めることは、

勤労者はもとより、地域経済の活性化や人口定着の面からも大変重要なこと

です。このため、勤労者が文化活動により教養を高めたり、スポーツを通じ

て健康維持や体力増進を図るなど、生きがいをもって働くことができるよう

な環境づくりが求められています。  

  各事業所における労働環境については、法令や制度改正などについての情

報提供などにより、ワーク・ライフ・バランスの推進、若者や非正規雇用者

を始めとする労働環境や処遇の改善、女性の活躍推進等の促進を働きかける

必要があります。  

  一方、障がい害持った人たちが、障がいの状況に合わせて、就労し社会参

加が促進されるよう特別支援学校やハローワーク、就労事業所等と連携した

雇用対策を計画的に推進するとともに、企業や事業者への障がい者雇用につ

いての理解や協力を促進する必要があります。  

加えて、雇用の場が減少している上、国による定年年齢の延長促進、年金

支給開始年齢の繰り上げなどにより、若者はもとより職を求める中高年齢者

も増加しているため、就労を取り巻く環境はますます厳しいものとなってお

り、ハローワークや市内事業所と情報交換を行い、雇用者側のニーズを把握

し、働きたい労働者へ情報提供を行うことが必要となっています。  

 

《施策項目》  

  ①就労支援の充実  

 ②障がい者の雇用の促進  

  ③勤労者福祉の促進  

 

《計画施策》  

①就労支援の充実  

○ハローワーク（公共職業安定所）や市内事業所との連携により就業機会

の拡大を促進します。  

○大月短期大学と連携し、市内事業所の採用情報の提供などにより学生の

地元就職を支援します。  

○関係機関と連携し高齢者の就業機会の拡大を図ります。  

○ひとり親家庭や子育て後の母親などへの就労支援教育、情報提供や相談
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体制の充実による就労への支援に努めます。  

 

②障がい者の雇用の促進  

○障がい者雇用連絡会議や養護学校など関係団体・機関等と情報共有する

とともに、ハローワークや協力事業所等と連携し障がい者の雇用の促進

に努めます。  

○高齢者や障がい者等の雇用促進についての支援策、優遇措置等について

企業への情報提供に努めます。  

 

③勤労者福祉の促進  

○勤労者の健康維持増進のための施設整備を促進するとともに、関係機関

との連携により勤労者の福祉の向上を目指します。  

 ○ワーク・ライフ・バランスの推進や労働環境の法令遵守などについて、

関係機関と連携した広報や情報提供等による意識啓発を推進します。  
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７．安全で安心なまちづくり  

 

１）防災体制の整備（総務管理課、建設課、福祉課）  

 

《現況と課題》  

本市は、東海地震の地震防災対策強化地域に指定されており、また、首都

直下地震等の影響も想定され、首都直下地震緊急対策区域にも指定されてい

ます。地形の起伏が多いという本市の地理的条件から、災害に強いまちづく

りにあたっては、急傾斜地崩壊危険箇所などの対策や、災害時の孤立地区が

発生しない道路計画・整備や発生した場合に対応した情報の収集・伝達手段

を確保する必要があります。  

  また、市街地での道路整備の推進により避難や救急活動などがしやすいま

ちづくりに努めるとともに、災害対策用物資の備蓄や防災施設、消防水利等

を一層充実させる必要があります。これまで、「大月市耐震改修促進計画」

等により耐震化を促進し、学校施設については耐震化が完了しました。木造

個人住宅の耐震化については、無料の耐震診断や改修等への補助金交付によ

り、耐震化支援を継続して実施しています。  

  こうしたハード面の整備とともに、市民一人ひとりが災害時における避難

方法や二次災害の防止等についての基礎知識を身につけ、日頃から防災意識

を持つことが大切です。このため、職場や学校、生涯学習などの様々な機会

を通じ防災教育と防災意識の啓発を推進する必要があります。  

また、災害対策活動拠点となる常備消防体制の強化や地域消防の要となる

消防団や自主防災組織の強化に向けた防災リーダーの育成とともに、多様な

防災訓練等を通して地域住民の防災意識の醸成を図り、市民一人ひとりが率

先して行動できるような災害活動体制の確立が必要となっています。  

  さらに、自治体間や市内外の事業所や各種団等との連携強化と応援体制の

確立により防災ネットワークを形成・強化する必要があります。  

 

《施策項目》  

①防災対策の推進  

②地域の防災力強化  

③防災意識の啓発  

 

《計画施策》  

①防災対策の推進  
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  ○防災対策の計画的な推進のため、地域防災計画の定期的な見直しを進め

ます。（総務管理課）  

  ○ハザードマップや指定避難所等の周知と広報に努めます。（総務管理課） 

  ○小中学校など各教育施設の管理者に対し、防災計画や避難所運営マニュ

アルの作成を促進します。（総務管理課）  

  ○防災行政無線のデジタル化対応に向けて、機器や中継局などの更新事業

を計画的に推進します。（総務管理課）  

  ○行政相互の相互応援協定や医療機関との連携強化、企業等との災害時応

援協定の拡充などによる、防災ネットワークの形成・強化を図ります。

（総務管理課）  

○防災拠点や災害時の避難先になる施設の耐震化を進めるとともに、木造

個人住宅や建築物の耐震化を促進します。（建設課・総務管理課） 

○道幅が狭い道路については、周辺住民や関係者と調整を図り、土地所有

者の協力を得ながら道路整備を進めます。（建設課）  

 

②地域の防災力強化  

○地震や風水害等の災害の発生に備えた減災への取り組みとして、自立し

た自主防災組織の活動を推進するため、「自助」、「共助」の観点から地域

防災力の向上を目指し、防災活動を指導できる地域防災リーダーを育成

します。（総務管理課）  

○民生委員や自治会、地域団体等と協力し要配慮者の把握と名簿化を推進

し地域での共助や避難行動に役立てます。（福祉課）  

  ○地域の実情に応じて避難所の見直しを行うとともに、地域や事業所等と

連携し計画的な防災対策を推進します。（総務管理課）  

  ○消防団や地域の自主防災活動の促進を図ります。（総務管理課）  

 

③防災意識の啓発  

  ○防災・防火意識や災害時の「自助・共助」意識の醸成を図るための普及

啓発活動に努めるとともに、自主防災組織や事業所と連携し防災訓練や

防災出前講座を充実します。（総務管理課）  

  ○大月市総合防災訓練を実施し、発災時の対応などの訓練の実施に努めま

す。（総務管理課）  
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２）治山・治水の推進（建設課、産業観光課） 

 

《現況と課題》  

  本市の豊かな緑や清流などの美しい自然環境は、市の魅力を構成する大き

な要素となっています。しかし、近年は林業の不振や山間地集落の高齢化、

過疎化などの要因から、森林などの適正な管理に課題があります。また、山

間部には急峻な地形も多く、斜面を後背地に持つ道路や集落があります。  

  これまでも、国や県等の関係機関と連携した保安林の管理や急傾斜地対策、

砂防対策等に取り組んできました。今後も、急傾斜地や災害危険地区につい

て、砂防事業や河川事業とも連携を図りながら、治山に取り組む必要があり

ます。 

また、台風など河川災害が懸念される際にはパトロールして注意喚起を行

ない、必要に応じて復旧、修繕を行うなど良好な河川管理に努めています。

一級河川の笹子川、藤沢川、小沢川は、県による、伐木、護岸の維持改修事

業が実施され河川空間の保全がされています。今後も、河川のパトロールや

住民からの情報などに基づき、適切な維持管理、護岸改修等の河川空間の景

観保全や災害対応に県等と連携して継続的に取り組む必要があります。  

 

《施策項目》  

①河川の空間の適正管理  

②治山対策の推進  

 

《計画施策》  

①河川の空間の適正管理  

○水害発生を未然に防ぐため河川の適正管理に努めるとともに、増水等に

よる河川災害が懸念される際は、パトロールや周辺地域への注意喚起な

ど安全確保に努めます。  

○一級河川の管理については、県に対し積極的に維持管理を要望し、河川

災害から市民の財産、人命の保護に努めます。  

○計画的、定期的なパトロールにより、危険箇所の把握に努めるとともに、

土地所有者に対して、砂防指定の理解が得られるよう広報活動を実施し

ます。 

 

②治山対策の推進  

  ○風水害の災害軽減や未然防止のため、保安林の管理推進を国や県等に要
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請します。  

  ○土砂災害に関する危険地域については、必要な治山施設、砂防施設の整 

備について関係機関へ要望します。  

  ○土砂災害警戒区域を示したハザードマップを活用し、市民への災害対応

への周知・啓発を図ります。  
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３）消防・救急体制の充実（消防課、消防署）  

 

《現況と課題》  

全国的な少子高齢化の進展と気候変動に伴う災害の複雑化・大規模化によ

って、地域を取り巻く環境も大きく様変わりしています。特に、少子高齢化

問題は地域の安心・安全を支える消防体制の維持を困難にしていくものと考

えられます。  

その一方で、東海沖地震、首都直下型地震などの大規模災害の発生が危惧

される中、本市も地震防災対策強化地域に指定されており、これら大規模な

災害に対応するための、組織機構、人員、施設・設備などを早急に整備・確

立していかなければなりません。  

これまでの取り組みとして、消防・救急無線のデジタル化に伴う消防無線

指令業務を大月市・都留市・上野原市（以下「東部三市」とする。）の三市

共同運営による、山梨東部消防指令センターへと統合し、平成２７年度から

本格的に運営しております。  

また、老朽化した消防車両を最新のものへと更新しており、施設・設備の

充実強化を図ってきました。  

こうしたハード面の整備とともに、東部三市間で人事交流制度を行い相互

間の情報交換、技術交流を活発化させ、東部三市による「合同災害対応訓練」

を定期的に開催し、人材育成などソフト面の強化を図っております。  

今後は、更なる高齢化の進展による救急・火災事案の急増や大規模災害発

生時の避難困難者の増加といった問題が見込まれることに対し、少子化によ

る消防人員の確保が困難となることが想定されます。  

このようなことを踏まえ、東部三市間の更なる連携強化と将来的な消防業

務の広域化を目指すことにより、人員、施設・設備の強化を図り、少子化に

向けて女性消防職員の採用による人員確保について積極的に取り組む必要

があると考えます。  

 

《施策項目》  

  ①施設・装備の計画的な整備・更新  

  ②組織体制の充実・強化  

  ③防災・防火意識の高揚・普及啓発  

  ④救急体制の充実・強化  

 

《計画施策》  
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①施設・装備の計画的な整備・更新  

○消防庁舎の耐震化を含めた計画的な整備に努めます。  

○人員および組織体制に沿った効果的な車両・装備品の整備・更新計画を

立案し、実行します。  

○高機能消防指令システム、デジタル無線システムの維持・管理及び効果

的な更新について計画的に推進します。 

    

  ②組織体制の充実・強化  

○将来的な少子化による人材不足に向けて、女性消防職員の登用及び効率

的な人員配置についての計画を策定していきます。  

○人口減少に伴う消防団員不足解消に向けた組織機構改革案を計画して

いきます。  

○東部三市間における人事交流の更なる推進を図るとともに、指令業務に  

代表される共同事業の更なる拡大を図るため、共同事業計画を推進して

いきます。  

    

  ③防災・防火意識の高揚・普及啓発  

○地域への防災意識高揚を図るため、東部三市共同で行われている合同

訓練を地域防災意識啓発に活用するための計画を推進していきます。  

○地域の防火・防災対策普及促進のため、効果的な防火査察計画の策定

と効率的な人員の配置・育成に努めます。  

   

  ④救急体制の充実・強化  

○将来的な救急需要の増加による救急隊員の効果的な運用を目指すため

の救急救命士採用・育成のための計画を作成していきます。  

○将来的な救急需要の増加を見越した効率的な救急自動車の整備及び東

部三市による相互応援体制の確立を目指した計画の策定を推進して

行きます。  
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４）交通安全・防犯対策の推進（学校教育課、社会教育課、市民課、建設課） 

 

《現況と課題》  

  本市では、地域と協力して、通学時間帯におけるグループでの散歩・ウォ

ーキングを兼ねた巡視活動や、子どもへの声かけ・あいさつ運動を展開する

とともに、警察や交通安全協会、青少年育成大月市民会議など、関係機関と

地域が一体となった子どもの安心・安全確保のための体制がとられています。 

また、子供の交通安全を確保するために交通安全教育に取り組むとともに

高齢者の交通事故の未然防止への取り組みなど、地域住民が一体となって交

通安全意識を高めていくことが必要です。  

一方、警察など関係機関や地域との連携を強化し、防犯対策を推進してい

ます。しかし、近年、高齢者・主婦などを狙った振り込め詐欺やインターネ

ットや携帯電話を通じた架空請求など、犯罪の質的変化も見られます。住民

が犯罪を防ぐための正しい知識を持つために、公民館を通じた啓発活動に力

を入れるとともに教育機関や老人クラブなどに対し、啓発活動や情報提供の

強化が必要です。  

地域の治安を維持するためには、警察などの関係機関の対策のみならず、

市民ができる範囲で自主的な防犯対策を講じ、地域一体となって取り組むこ

とも大切であり、それが安全・安心して暮らすことのできるまちづくりにつ

ながります。  

 

《施策項目》  

 ①交通安全対策の充実  

 ②交通安全施設の整備・更新  

 ③防犯対策の推進  

④防犯知識・情報提供の充実  

 

《計画施策》  

①交通安全対策の充実  

 ○地域の団体や学校と連携し、子どもが安心して登下校できる環境整備に

努めます。（学校教育課、社会教育課） 

  ○交通安全教室などの開催による指導・啓発を行うとともに、交通安全関

係団体の活動への援助など交通安全対策の充実を図ります。（市民課）  

  ○関係団体等と連携し、高齢者に向けた交通安全意識の啓発活動や安全指

導、免許返納制度の周知など高齢者の交通事故防止に向けた取り組みを
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充実します。（市民課）  

 

 ②交通安全施設の整備・更新  

○住民や警察と協力しながら市街地や生活道路の効率的な安全施設の整備、

更新を進めます。（市民課、建設課）  

  ○急峻な地形に位置する道路が多いことから、防護柵やカーブミラーなど

の整備、更新を計画的に進めます。（市民課、建設課）  

 

 ③防犯対策の推進  

  ○青少年向け防犯マニュアル等の作成により犯罪に巻き込まれない必要な

知識を啓発します。（学校教育課）  

  ○警察などの関係機関と連携し、防犯活動団体の育成を図り地域安全運動

を促進します。（市民課）  

○日ごろの防犯意識を高めるため、大月警察署と連携し、犯罪の防止に役

立つための啓発活動や地域に関する情報提供を行います。（市民課）  

  ○夜間の事故や犯罪の防止対策として、防犯灯の新設や修繕を実施すると

ともに、防犯灯の LED 化を推進します。（市民課、建設課）  

  ○近年多発する電話詐欺を防止するため、電話詐欺抑止電話装置の無償貸

出しを推進します。（市民課）  

  

④防犯知識・情報提供の充実  

○防犯ブザーの配布や不審者メールの送信、防災行政無線等による広報・

周知など身近な防犯対策を充実します。（市民課）  

  ○関係機関や地域と協力し、高齢者に対する詐欺事件の未然防止や情報提

供、相談体制の整備に努めます。（市民課）  

  ○消費者が正しい知識や情報により行動できるよう、啓発や情報提供に努

め消費者トラブルの未然防止を図ります。（市民課）  
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８．持続可能なまちづくり  

 

１）広聴広報機能の充実（秘書広報課）  

 

《現況と課題》  

まちづくりを進める上で、市民と行政の信頼関係の構築は不可欠であり、

そのためには、積極的な情報発信と適切な公開が必要です。信頼関係が築か

れることにより、市民の協力と参画が得られると考えます。  

本市では、市民に行政情報を伝えるための重要な手段として、月に一度広

報誌を発行するとともに、インターネットのホームページを活用して情報を

公開していますが、ホームページは即時性がある反面、市民が自主的にアク

セスしないと見てもらえないという側面を持っているため、常にアクセスし

てもらえるよう、各課からの情報内容を充実させ、迅速に正確な情報を分か

りやすく公開することが求められます。また、SNS 等の運用など時代のニー

ズに合わせた情報発信を検討する必要性があります。  

  一方で広聴活動としては、市政モニターや市長への手紙、さらには市長と

の対話集会などを通じて広く市民各層から市政全般にわたる諸問題につい

て意見・要望を求め、市政運営に役立てています。  

  今後については、一人でも多くの市民が広報誌を手に取り情報が伝わるよ

う、広報誌の見易さ分かり易さをさらに向上させ、市民が簡単に情報収集で

きるように努めるとともに、パブリックコメント制度の活用や市民参画の機

会を増やし、市民の声がより届くようなシステムを充実する必要があります。                

（秘書広報課、企画財政課）  

《施策項目》 

①広聴の充実  

  ②広報の充実  

 

《計画施策》  

①広聴の充実  

 ○市民と市長の対話集会を継続しながら、その都度見直し、市民ニーズの  

把握に努めます。（秘書広報課）  

 ○市政モニターや市長への手紙などを継続し、市民が市政に関与し、意見  

や提言をできるように努めます。（秘書広報課）  

  ○各種計画等に対し市民の声が反映されるようパブリックコメント制度の  

実施に努めます。（企画財政課）  
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②広報の充実（秘書広報課）  

 ○市民が読みやすい誌面作りを工夫しながら広報誌の充実に努めます。  

○様々な媒体や機会を有効に利活用し、分かりやすいリアルタイムな広報

活動に努めます。  

  ○各課が行う市ホームページの更新作業を促すことに努め、利用する情報

端末に合わせた構成やデザイン、容易なアクセスなど利便性の向上を目

指します。  
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２）コミュニティ活動の推進（秘書広報課、企画財政課）  

 

《現況と課題》  

本市は、各地域において、公民館を活動の場とするなど、地縁型のコミュ

ニティが形成されてきました。これらに加え現在では、趣味や共通の関心を

通じた様々なコミュニティも形成されています。  

  特にその中の自治会組織は、地域活性化の主体となることが期待され、他

市町村では近隣自治会が協力して、新たな組織を立ち上げた事例や活性化に

向けた多くの活動もあります。一方で、地域によっては、高齢化や人材・人

員の不足などもあり地域コミュニティの存続が難しくなってきているとの

声もあります。  

今後、自発的な自治会活動等に歯止めがかからないように、行政には何が

できるのか、それぞれの担当部署において、サポートしていく必要がありま

す。 

また、高齢化や人材・人員の不足が進む中で、多くの人が積極的に参画す

る社会づくりが求められており、本市においても老若男女がお互いの人権を

尊重しつつ、その個性と能力を発揮し、対等な立場で参画できるまちづくり

を目指しています。  

         

《施策項目》  

①地域活動の発信、相談対応  

②コミュニティ意識の醸成  

  ③男女共同参画の推進  

 

《計画施策》  

 ①地域活動の発信、相談対応（秘書広報課）  

  ○特色ある自治会組織の活動や自主防災組織の活動など、広報誌での紹介

に努めます。  

○市内集落の高齢化や人口減少の状況の中、それぞれの工夫と取り組みに

より自治会組織が維持できるよう相談対応します。  

 

②コミュニティ意識の醸成（企画財政課）  

○市民、各種団体、市議会および行政が自らの責務を自覚し、参画と協働

のまちづくりを、更に推進するための基本的な考え方やルール等を事例

等に鑑みながら調査・検討します。  
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③男女共同参画の推進（秘書広報課）  

  ○男女共同参画プランに基づき、関係団体等と連携・協力しながら、家庭、

学校、職場、地域など各場面での男女共同参画を推進します。  

  ○女性の社会参加の促進や自立支援のため、情報提供や啓発活動など、女

性が活躍しやすい社会の構築に努めます。  
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３）職員の業務能力の向上（秘書広報課、市民課、企画財政課）  

 

《現況と課題》  

個性を生かし自立した地方自治体をつくるため、地方分権の推進による国

や県等の事務や権限の委譲が進められています。今後も、多様化する行政課

題に対応し、地域の特性に合わせた、地域課題の解決が求められます。その

ためには、行政運営に日々携わる職員の専門性や課題解決力の向上が必要に

なります。運営の担い手となる職員の見聞を広げ、職員個人の有している能

力・可能性を最大限に引き出すにはどのような取組みが必要かを意識し、能

力の向上に資する研修機会を提供していく必要があります。（秘書広報課）  

また、市域が広いため、住民サービスの窓口機能は、本庁舎および笹子、

初狩、七保、猿橋、富浜、梁川の６出張所があります。地区ごとに、生活環

境や住民意識、地域課題にも違いがあります。身近な窓口であり、地域住民

との接点として、相談体制の充実や行政ニーズを把握する場として、重要な

役割を担っているため、市民とのコミュニケーションを図りながら、住民サ

ービスの向上に努める必要があります。  

 

《施策項目》  

  ①職員の業務能力の向上 

②窓口機能の充実  

 

《計画施策》  

①職員の業務能力の向上 

  ○人材の育成と見聞を広げていくため、これまで以上に研修機会を提供し

ます。（秘書広報課）  

  ○職員提案制度の推進により広く職員から提案を求めることにより、職員

の想像力、研究心および市政運営への参加意欲を高めます。（企画財政課） 

 

②窓口機能の充実  

○市民にとって身近な行政窓口において、市民とのコミュニケーションを

図りながら簡単な手続きや受付・相談などができるよう、窓口機能の充

実・改善を図ります。（市民課）  

○窓口での対話を通じて、地域の課題や要望、意見などの把握に努めます。  

（市民課）  

  ○日常生活での法律関係の困り事などに対応できる市民相談の開催機会の
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充実と相談ニーズの把握に努めます。（市民課）  

  ○インターネット環境などを利用した電子申請の仕組みづくりにより住民

サービスの向上を図ります。（企画財政課）  
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４）行政運営の充実（総務管理課、秘書広報課、企画財政課）  

 

《現況と課題》  

地域の特性によって行政に対するニーズは異なり、多様化しています。そ

の一方で、行政運営は効率化を求められています。このため、生活に身近な

課題などについて解決を図っていくようなまちづくりを実現することが必

要となっています。  

厳しい財政状況の中で、限られた職員数、老朽化した公共施設など行政資

源を効率的、効果的に活用し、政策形成を図りながら質の高い行政運営を目

指す必要があります。指定管理者制度や PFI など様々な行政運営手法等を検

討し、効率的な行政運営を進める必要があります。  

そのためには、実施する施策や事業内容、その成果が分かりやすく市民に

説明できる制度とし、市民への情報公開と行政事務の透明性を高める必要が

あります。また、本市が将来に向かってこれまで築き上げてきた特色を失わ

ず、かつ市民が満足するサービスを提供し続けるために、市民と行政が一体

となって市全体の構造改革に取り組む必要があります。（企画財政課） 

     

《施策項目》  

①情報公開への対応  

②行政評価の推進  

③組織体制の充実  

 

《計画施策》  

①情報公開への対応  

 ○行政情報の公表や公開に取り組むとともに、庁内で連携し資料の整理等

に取り組みます。（総務管理課）  

 ○個人情報保護の徹底を図るとともに、セキュリティポリシーの適切な見

直しに努めます。※セキュリティポリシー（犯罪や事故からの情報保護

の対策のこと）（企画財政課）  

 

 ②行政評価の推進  

○事業の目的の妥当性や実施方法、実施後の成果検証を行う行政評価（事

務事業評価）事業をもとに、市民への情報公開と行政事務の透明性を高

めます。（企画財政課）  

○市民に開かれた市政の推進、効率的な行政運営の確立、健全な財政運営
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を目指して取り組みを推進します。（企画財政課）  

○大月市版地方創生総合戦略事業の取り組み内容について把握し、目標達

成度や進捗状況などについて評価します。（企画財政課）  

○指定管理者制度や PFI など様々な行政運営手法を検討し、行政運営の効

率化を図ります。（企画財政課）  

○外部評価委員会（仮称）などの市民の視点や客観的な視点から評価を行

うための仕組みを検討します。（企画財政課）  

  

③組織体制の充実 

 ○効率的な人事管理の仕組みづくりに努めます。（秘書広報課）  

  ○市民や事業者などと適切な役割分担を行い、効率的・効果的な行政運営

に努めます。（企画財政課）  

○組織体制については、定期的な業務体制の検証を行いながら、市民ニー

ズに的確な対応ができる市民サービスの向上に向けた体制づくりに努め

ます。（企画財政課）  
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５）健全な財政運営（企画財政課、税務課、市民課）  

 

《現況と課題》  

本市においては、自主財源の主たる市税の多くを大規模な償却資産に係る

固定資産税に頼っている現状で、予算編成方針において、常に基本となるの

は「歳入の減少に見合った歳出」です。そのため、税等の徴収率の向上に積

極的に取り組むほか、受益者負担（使用料・手数料等）の適正化や未利用市

有財産等の売却、貸付を含めた適正管理に努めるなど自主財源の確保に努め

ることが必要です。さらに、財政状況を分析した上で、事務事業の見直しを

行うとともに、歳出全般の効率化や財源配分の重点化、削減努力の持続によ

る経常経費の一層の削減など、財政構造の改善を図る必要があります。加え

て、市民に対しては、財政状況が総合的に把握できるような情報を可能な限

り分かりやすい方法で提供し、財政に対する理解を深めてもらう必要があり

ます。（企画財政課）  

  一方、国民健康保険についても、保険税収入の停滞や、医療費の給付の増

大など、国民健康保険財政を取り巻く環境は厳しいものとなっています。平

成 30 年度から、県単位の広域的な国民健康保険制度が開始され、市町村は

国保事業費納付金を県へ納付するための財源確保が必要となってきます。そ

の際、納付金額によっては、国保税率の改正等を視野に入れて検討する必要

があります。また、医療保険者による特定健診・特定保健指導の義務化は、

国民健康保険においても、健診の受診率向上や未受診者対策、健診・保健指

導における専門機関の活用など、その取り組みが課題となっています。  

  加えて、無保険者や無年金者状態にならないよう、国民健康保険や国民年

金の制度に対する理解と周知を図る必要があります。（市民課）  

 

《施策項目》  

①計画的な財政運営  

②諸費用の削減  

③財源の確保  

④国民健康保険等の運営  

⑤医療費削減への取り組み  

 

《計画施策》  

①計画的な財政運営  

○中長期的な財政計画を策定、公表し、財源配分の重点化を図ります。ま
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た、財政計画は定期的に修正公表します（企画財政課）  

 ○厳しい財政状況を庁内で共有しながら、行政評価を活用した予算編成を

行います。（企画財政課）  

○分かりやすい財政内容の市民への公表を行い、財政への関心と危機感の

共有を図り、財政の健全化を推進します。（企画財政課）  

○全職員に財政内容を周知し、実質公債費比率、将来負担比率、人件費比

率等、財政の主要指標について目標設定を行い、健全な財政運営を目指

します。（企画財政課）  

○「大月市行政改革大綱」の定期的な見直しを図るとともに、大綱に定め

てある指標の成果を検証しつつ、様々な観点から近隣市町村との比較を

行います。（企画財政課）  

○工事契約の適正な履行と入札・契約の適正化を促進します。（総務管理課） 

 

 ②諸費用の削減  

○市民の理解が得られるよう、国に準じた給与の適正化を進めるとともに、

諸手当ての見直しなど、人件費総額の抑制に努めます。（秘書広報課）  

 ○事業に係る経費だけでなく、庁舎管理、業務管理のすべてにおいて経費

の節減、コスト意識の徹底を図ります。（各課）  

 ○各団体等へ支出している補助金等を必要性や効果等を踏まえ、整理合理

化に取り組むことにより支出の削減を図ります。（各課）  

 

③財源の確保  

○市税等収納率向上対策委員会を活用し、市税・使用料等の滞納者に対し

て納税意識の浸透を図るなど、収納率の向上に努めます。（税務課）  

○口座振替の推進やコンビニ収納、ペイジーなどによる多様な納付環境に

より、収納率の向上に努めます。（税務課）  

○滞納に対する、徴収体制の強化、適切な滞納整理による滞納額の削減な

ど、徴収事務を充実強化し収納率の向上を図ります。（税務課）  

○各課の使用料・手数料等の見直しなどによる自主財源の確保を検討しま

す。（各課）  
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④国民健康保険等の運営（市民課）  

○口座振替制度の奨励等により収納率の向上を図り、国民健康保険の安定

した事業運営に努めます。  

○国民健康保険加入者への特定健診、特定保健指導等を実施することによ

り、生活習慣病の予防を図ります。  

○特定健診の受診率の向上に努めるとともに、特定保健指導対象者の保健

指導参加率の向上に取り組みます。  

○後期高齢者医療制度の運営協力により、75 歳以上の市民が安心して医療

が受けられるよう制度の適切な運営にあたります。  

○国民年金の制度や趣旨の広報・周知に努め、身近な相談に対応します。  

 

⑤医療費削減への取り組み（市民課）  

○国民健康保険や後期高齢者医療の安定化を図るため、ジェネリック医薬

品の利用促進など医療費の適正化を図ります。  

○国保連合会と提携してレセプト点検の徹底を図り、重複受診・多受診者

に対して訪問指導等を実施します。  

 ○特定健診、特定保健指導等の実施により、生活習慣病等の早期発見と重

症化予防に努めます。  
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６）広域連携の推進（企画財政課）  

 

《現況と課題》  

市民の生活や経済の活動圏域は拡大し、交通網の整備や情報化の進展な

どに伴い市町村の枠にとらわれず広域化しています。  

   本市でも、社会経済情勢の変化に柔軟に対応し、地域住民へ質の高い行

政サービスを効率的に提供するとともに、個性的で活力ある地域づくりを

進めるため、行政事務の広域化の一層の推進と同時に、山梨県東部広域連

合の強化を図る必要があります。  

   さらに、近隣市町村とは上・下水道やごみ処理等、市民の生活環境の向

上を図るため、東部地域広域水道企業団や桂川流域下水道関係市町、大月

都留広域事務組合と連携し、効率的な行政運営に取り組んでいます。  

東部広域連合の主な事業は、介護保険認定審査会の運営のほか、情報公

開個人情報保護審査委員会及び公平委員会に係る事務処理等を共同で行

っています。  

今後も、国や県との施策の連携・協調を図るとともに、共通課題を持つ

近隣市町村との連携を強化するなど、広域的視点に立った効率的な事業を

推進していく必要があります。  

   また、市町村合併については、山梨県が平成 18 年３月に作成した「山

梨県市町村合併構想」の中で、将来的に望まれる広域的な本県市の姿の一

つとして、大月市、都留市および上野原市を含む東部広域連合構成市村を

「東部広域市」（仮称）として示しています。本市としては、道州制も視

野に入れ、引き続きこの合併構想の枠組みを最大限尊重し、連携と協力に

取り組むこととしています。  

 

《施策項目》  

①広域連携の充実  

②東部地域広域水道企業団運営の充実  

③桂川流域下水道事業の促進  

④大月都留広域事務組合運営の充実  

 

《計画施策》  

①広域連携の充実  

○山梨県東部広域連合（大月市、都留市、上野原市、道志村、小菅村およ

び丹波山村の３市３村で構成）の行政事務の広域化の一層の推進と同時
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に、広域連合組織の強化を図ります  

○東部３消防本部（都留、上野原、大月）での応援対応など広域的な連携

を充実します。（消防／再掲）  

 

②東部地域広域水道企業団運営の充実  

  ○上野原市とともに、東部地域広域水道企業団の経営の健全化、基盤の強

化に努めます。（水道／再掲）  

 

③桂川流域下水道事業の促進  

  ○山梨県に対して、富士吉田市、西桂町、都留市、上野原市と連携を図り、

効率的、効果的な事業執行、早期完成を要請していきます。（下水／再掲） 

○管路の加入接続を促進し、下水道使用料の収益の向上を図ります。  

（下水／再掲）  

 

④大月都留広域事務組合運営の充実（市民課）  

  ○大月都留広域事務組合では、一般廃棄物処理施設（ごみ処理施設・リサ

イクルプラザ）まるたの森クリーンセンターを運営しており、ごみ減量

化対策に関しての啓発活動の推進やリサイクル施設（ストックヤード）

の有効利用を図ります。  

  ○ごみ処理施設周辺環境整備事業を推進します。  

○リサイクル推進の強化等により、ごみ減量化を図ります。（市民課／再掲） 

○国のガイドラインや周辺市町村の状況などを精査し、ごみの有料化につ

いて検討します。（市民課／再掲）  

 

 


